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一
、
は
じ
め
に

二
、
明
治
期
の
弁
護
士
会

三
、
明
治
期
の
京
都
弁
護
士
会
『
退
会
会
員
記
録
』

四
、
若
干
の
考
察

一
、
は
じ
め
に

　

京
都
弁
護
士
会
所
蔵
資
料
の
「
退
会
会
員
記
録
」
全
七
冊
（
明
治
三
八
年
―
昭

和
七
年
）
に
は
、「
退
会
」
と
い
う
分
類
名
で
は
あ
る
が
、
実
際
に
は
、
所
属
弁

護
士
の
退
会
届
に
と
ど
ま
ら
ず
、
入
会
届
、
事
務
所
届
お
よ
び
事
務
所
移
転
届
、

事
務
員
雇
用
お
よ
び
解
雇
届
な
ど
が
収
録
さ
れ
て
お
り
、
京
都
弁
護
士
会
に
お
け

る
活
動
期
間
、
事
務
所
の
開
設
や
移
転
、
閉
鎖
と
い
っ
た
弁
護
士
活
動
の
実
態
の

一
端
を
う
か
が
う
こ
と
が
で
き
る
。
ま
た
、
現
在
に
お
い
て
も
な
お
、
紛
争
が
発

生
し
、
そ
の
解
決
方
法
と
し
て
法
的
手
段
を
選
択
す
る
者
が
法
的
サ
ー
ビ
ス
を
利

用
す
る
に
際
し
て
、
弁
護
士
と
い
う
存
在
は
近
寄
り
難
い
印
象
を
持
つ
こ
と
が
少

な
く
な
い
が
、
司
法
制
度
な
ら
び
に
専
門
職
と
し
て
の
弁
護
士
が
確
立
し
つ
つ

あ
っ
た
明
治
期
に
お
い
て
は
、
弁
護
士
よ
り
も
ま
ず
、
地
域
の
有
力
者
、
あ
る
い

は
訴
訟
仲
介
者
に
頼
る
こ
と
が
考
え
ら
れ
る
。
訴
訟
仲
介
者
は
、
後
に
非
弁
活
動

対
策
と
し
て
法
的
紛
争
解
決
手
段
の
場
か
ら
追
放
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
が
、
非
弁

活
動
対
策
が
と
ら
れ
る
以
前
の
明
治
期
の
弁
護
士
事
務
所
に
は
、
弁
護
士
以
上
に

地
域
の
人
々
や
事
情
、
そ
し
て
紛
争
解
決
に
詳
し
い
訴
訟
仲
介
者
が
、
事
務
員
と

し
て
の
地
位
を
有
し
て
い
た
こ
と
が
指
摘
さ
れ
て
い
る⑴

。
そ
れ
で
は
、
戦
前
の
弁

護
士
事
務
所
の
事
務
員
に
は
ど
の
よ
う
な
人
物
が
採
用
さ
れ
て
い
た
の
だ
ろ
う

か
。
こ
の
点
に
つ
い
て
は
、
①
訴
訟
仲
介
者
の
可
能
性
が
高
い
人
物
、
②
あ
る
程

度
の
法
実
務
経
験
が
期
待
で
き
る
者
、
③
法
学
部
の
学
生
な
ど
司
法
試
験
受
験
者

予
備
段
階
の
者
あ
る
い
は
法
的
知
識
が
期
待
で
き
る
者
、
と
い
っ
た
者
の
存
在
が

推
測
さ
れ
る
。

　

上
記
「
退
会
会
員
記
録
」
に
は
、
非
弁
活
動
対
策
と
し
て
事
務
員
を
雇
用
す
る

際
に
は
履
歴
書
を
添
付
し
た
届
出
が
義
務
づ
け
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
こ
と
を
反

映
し
て
、全
て
で
は
な
い
に
せ
よ
、事
務
員
に
関
す
る
資
料
も
収
録
さ
れ
て
い
る
。

そ
こ
で
、
以
下
で
は
、
明
治
期
に
お
け
る
京
都
弁
護
士
会
所
属
弁
護
士
の
退
会
会

戦
前
期
京
都
の
弁
護
士
お
よ
び
事
務
所
事
務
員
の
実
態
（
一
）

―
京
都
弁
護
士
会
『
退
会
会
員
記
録
』（
明
治
三
八
年
度
―
明
治
四
四
年
度
）
よ
り

―
田　

中　

亜
紀
子
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員
記
録
の
分
析
を
通
じ
て
、
弁
護
士
と
共
に
市
民
へ
の
法
的
サ
ー
ビ
ス
に
関
わ
る

弁
護
士
事
務
所
事
務
員
は
、
戦
前
ど
の
よ
う
な
学
歴
な
い
し
職
歴
を
有
し
て
い
た

の
か
。
そ
し
て
、
事
務
員
を
雇
用
す
る
に
際
し
て
、
弁
護
士
は
彼
等
に
何
を
求
め

て
い
た
の
か
考
察
を
行
う
。

二
、
明
治
期
の
弁
護
士
会

二
―

一
、
明
治
期
の
弁
護
士
制
度

　

近
代
日
本
に
お
け
る
弁
護
士
制
度
は
、
一
八
七
二
（
明
治
五
）
年
に
制
定
さ
れ

た
司
法
職
務
定
制
が
、「
各
区
に
代
言
人
を
置
き
、
自
ら
訴
ふ
る
能
は
ざ
る
者
の

た
め
、
こ
れ
に
代
り
其
訴
の
事
情
を
陳
述
し
て
冤
枉
な
か
ら
し
む
、
但
し
代
言
人

を
用
ふ
る
と
用
ひ
ざ
る
と
は
其
本
人
の
請
願
に
任
す⑵

」
と
定
め
た
こ
と
に
よ
り
、

代
言
人
、
す
な
わ
ち
現
在
の
弁
護
士
が
、
民
事
事
件
の
訴
訟
代
理
人
と
な
る
こ
と

が
で
き
る
こ
と
を
規
定
し
た
こ
と
に
始
ま
る⑶

。
代
言
人
の
資
格
に
つ
い
て
は
、

一
八
七
三
（
明
治
六
）
年
代
人
規
則
第
三
条
が
「
凡
そ
代
人
の
資
格
は
、
年
令

二
十
一
歳
以
上
の
者
」
と
規
定
し
、「
心
術
正
実
の
者
を
撰
ぶ
べ
し⑷

」
と
示
さ
れ

た
以
外
は
何
等
規
定
さ
れ
ず
、
当
事
者
か
ら
の
依
頼
を
受
け
れ
ば
誰
で
も
代
言
人

と
し
て
出
廷
す
る
こ
と
が
で
き
た
が
、
一
八
七
六
（
明
治
九
）
年
に
制
定
さ
れ
た

代
言
人
規
則
に
よ
っ
て
免
許
制
と
な
り
、
こ
こ
に
お
い
て
弁
護
に
関
す
る
専
門
職

の
制
度
が
誕
生
し
た
。
そ
の
後
、
一
八
八
〇
（
明
治
一
三
）
年
に
代
言
人
規
則
が

改
定
さ
れ
、
代
言
人
は
全
国
の
裁
判
所
で
執
務
す
る
こ
と
が
可
能
と
な
っ
た
。
ま

た
、
代
言
人
試
験
が
司
法
省
に
よ
る
全
国
統
一
の
試
験
と
な
り
、
代
言
人
組
合
が

裁
判
所
本
庁
支
庁
ご
と
に
設
立
さ
れ
、
代
言
人
と
し
て
活
動
す
る
た
め
に
は
代
言

人
組
合
へ
の
加
入
が
義
務
づ
け
ら
れ
た
。
そ
し
て
、
検
事
が
代
言
人
組
合
に
対
し

て
監
督
権
を
有
す
る
こ
と
に
な
っ
た⑸

。
そ
の
後
、
一
八
九
三
（
明
治
二
六
）
年
に

弁
護
士
法
が
制
定⑹

さ
れ
、
こ
こ
に
お
い
て
弁
護
士
と
い
う
名
称
が
正
式
に
用
い
ら

れ
る
様
に
な
っ
た
。
同
弁
護
士
法
に
よ
れ
ば
、
弁
護
士
が
弁
護
活
動
を
行
う
た
め

に
は
、
明
治
一
三
年
代
言
人
規
則
で
既
に
規
定
さ
れ
て
い
た
事
柄
と
同
様
に
、
地

方
裁
判
所
に
備
え
付
け
ら
れ
て
い
る
弁
護
士
名
簿
に
登
録
す
る
こ
と
、
そ
し
て
所

属
地
方
裁
判
所
ご
と
に
設
立
さ
れ
た
弁
護
士
会
に
加
入
す
る
必
要
が
あ
っ
た
。
ま

た
、
検
事
正
が
弁
護
士
会
の
監
督
を
行
う
こ
と
に
つ
い
て
も
大
き
な
変
化
は
な

か
っ
た
。

二
―

二
、
京
都
弁
護
士
会
の
誕
生

　

明
治
一
三
年
の
代
言
人
規
則
の
改
正
に
よ
り
、
京
都
に
お
い
て
は
、
京
都
代
言

人
組
合
と
宮
津
代
言
人
組
合
が
設
立
さ
れ
た⑺

。
代
言
人
組
合
が
二
つ
存
在
し
た
理

由
は
、
京
都
地
方
裁
判
所
と
宮
津
支
庁
の
そ
れ
ぞ
れ
に
代
言
人
組
合
が
設
置
さ
れ

た
た
め
で
あ
り
、
明
治
二
六
年
弁
護
士
法
を
受
け
て
、
同
年
に
京
都
弁
護
士
会
が

創
立
さ
れ
る
際
に
統
合
さ
れ
た
模
様
で
あ
る⑻

。
創
立
時
の
所
属
弁
護
士
は
三
七
名

で
あ
っ
た
が
、
次
章
で
登
場
す
る
弁
護
士
の
中
で
最
も
遅
い
、
一
九
一
一
（
明
治

四
四
）
年
九
月
に
入
会
届
を
出
し
た
吉
田
眞
策
の
登
録
番
号
が
一
二
六
号
で
あ
る

こ
と
か
ら
、
退
会
者
の
存
在
を
考
慮
し
て
も
、
明
治
末
期
に
は
創
立
時
の
二
倍
か

ら
三
倍
の
弁
護
士
が
所
属
し
て
い
た
こ
と
が
う
か
が
わ
れ
る⑼

。

　

本
稿
が
対
象
と
す
る
明
治
期
の
京
都
弁
護
士
会⑽

の
活
動
は
「
三
百
代
言
整
理
時

代
」
と
述
べ
ら
れ
る
こ
と
も
あ
る
様
に⑾

、
訴
訟
仲
介
者
に
よ
る
非
弁
活
動
対
策
、
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す
な
わ
ち
、
弁
護
士
出
張
事
務
所
主
任
と
し
て
、
金
融
、
仲
介
等
の
業
務
に
隠
れ

て
訴
訟
事
件
を
取
り
扱
う
こ
と
、
あ
る
い
は
そ
れ
ら
の
者
の
手
を
経
た
事
件
へ
の

対
応
が
求
め
ら
れ
、
予
算
、
選
挙
、
そ
し
て
司
法
大
臣
か
ら
の
民
訴
改
正
に
関
す

る
諮
問
な
ど
へ
の
答
申
以
外
は
、
訴
訟
仲
介
特
定
人
と
弁
護
士
事
務
員
の
訴
訟
仲

介
常
習
被
疑
事
件
対
応
が
、こ
の
時
代
の
総
会
常
議
員
会
の
主
な
議
題
で
あ
っ
た
。

こ
の
問
題
に
関
し
て
は
、一
九
〇
八
（
明
治
四
一
）
年
七
月
五
日
の
会
則
改
正
で
、

訴
訟
仲
介
特
定
人
名
簿
掲
載
者
の
事
務
員
雇
用
禁
止
を
行
う
こ
と
で
一
応
の
解
決

を
み
た
と
さ
れ
て
い
る⑿

。

三
、
明
治
期
の
京
都
弁
護
士
会
『
退
会
会
員
記
録
』

　

退
会
会
員
記
録
全
七
冊
の
第
一
冊
は
明
治
三
八
年
か
ら
四
五
年
に
退
会
届
を
提

出
し
た
と
さ
れ
る
二
六
名
の
弁
護
士
に
関
す
る
記
録
が
収
録
さ
れ
て
い
る
。
し
か

し
な
が
ら
そ
の
中
の
一
名
は
大
正
期
に
属
す
る
た
め
今
回
の
対
象
か
ら
外
し
、
以

下
で
は
二
五
名
（
図
1
）
に
つ
い
て
検
討
を
行
う
。

　

二
五
名
中
、
明
治
二
六
年
の
京
都
弁
護
士
会
創
立
初
期
メ
ン
バ
ー
は
、
福
田
、

森
川
、
大
貝
、
高
村
、
奥
、
立
川
、
岩
田
、
山
崎
、
高
畠
の
九
名
で
あ
り
、
初
代

弁
護
士
会
会
長
を
め
ぐ
っ
て
、
大
貝
を
代
表
と
す
る
代
言
人
試
験
を
受
け
自
由
民

権
運
動
を
経
て
き
た
弁
護
士
と
、
司
法
省
法
学
校
の
系
列
に
属
す
る
弁
護
士
と
の

対
立
が
あ
っ
た
こ
と
が
指
摘
さ
れ
て
い
る⒀

。
ま
た
、
京
都
弁
護
士
会
に
所
属
し
た

期
間
に
よ
っ
て
分
類
す
る
と
、
①
約
一
〇
年
以
上
の
者
が
、
福
田
、
森
川
、
大
貝
、

高
村
、
奥
、
立
川
、
岩
田
、
山
崎
、
高
畠
、
須
賀
、
須
古
の
一
一
名
、
②
約
五
年

図1

登録番号 氏名 生年月日 加入 退会 所属期間 退会理由
1 17号 福田　英次郎 明治26年5月18日 不明 約12年？
2 森川　深吾 明治9年2月8日 17? 明治26年6月5日 明治38年12月14日 約12年 大津地方裁判所検察庁に登録換
3 91号 岩村　茂 文久2年正月朔日 44 明治36年8月18日？ 不明 約3年？
4 古川　喜太郎 明治6年4月4日 31 明治38年1月15日 明治41年7月9日 約3年 記載なし
5 114号 團野　辰次郎 明治5年5月3日 34 明治40年2月28日 明治41年12月23日 約1年 長崎地方裁判所検察庁に登録換
6 117号 池田　大助 安政6年9月6日 48 明治40年5月16日 明治41年7月11日 約1年 都合により
7 大貝　武布 明治26年5月16日 明治41年11月27日 約15年 都合により
8 62号 八田　一精 安政元年9月12日 45 明治32年12月6日 明治41年11月24日 約9年 東京市へ移転
9 21号 高村　半三 明治26年5月17日 明治42年5月10?日 約16年 引退（「衰耄ヲ覚ヱ」）

10 32号 奥　繁三郎 明治26年5月26日 明治42年7月2日 約16年 引退
11 73号 高木　藏吉 明治10年4月24日 23 明治34年3月24日 明治42年11月25日 約8年 大阪地方裁判所検察庁に登録換
12 99号 奥西市太郎 明治4年5月13日 32 明治37年4月11日 明治42年10月8日 約5年 都合により
13 18号 立川　達吉 明治26年5月18日 明治42年11月30日 約16年 都合により
14 118号 橋角　弥市郎 明治10年11月19日 29 明治40年6月10日 明治42年12月2日 約2年 死亡
15 84号 田原　七三郎 明治10年1月2日 26 明治36年1月5日 明治43年3月30日 約7年 都合により
16 109号 伊藤　喜八 明治3年2月5日 33 明治36年5月21日 明治42年5月30日 約6年 松江地方裁判所検察庁へ登録換
17 121号 浅見　八郎 明治9年5月16日 32 明治41年12月26日 明治43年7月26日 約1～2年 死亡
18 2号 岩田　信 明治26年5月22日 明治43年9月4日 約17年 死亡
19 3号 山崎　恵純 安政元年4月21日 39 明治26年5月18日 明治44年3月8日 約18年 記載無し
20 120号 甘粕　勇雄 明治17年7月1日 24 明治41年8月14日 明治44年5月3日 約3年 都合により
21 16号 高畠　源之助 明治26年5月27日 明治44年4月28日 約18年 引退
22 126号 吉田　眞策 明治16年1月4日 28 明治44年3月29日 明治44年9月11日 約1年 広島地方裁判所検察庁へ登録換
23 70号 須賀　忠貞 嘉永3年8月8日 51 明治34年1月10日 明治44年10月6日 約10年 都合により
24 55号 須古　織之助 安政3年6月 43 明治32年1月20日 明治44年11月22日 約12年 死亡
25 117号 足立　正之助 明治10年6月4日 33 明治44年9月11日 明治45年2月14日 半年～1年 神戸地方裁判所検察庁に登録換
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図
2

氏
名

届
出

等
 1

福
田

　
英

次
郎

①
入

会
届

　
②

事
務

所
移

転
届

（
明

治
32年

3月
8日

）
③

事
務

所
移

転
届

（
明

治
36年

6月
11日

）
④

事
務

所
移

転
届

（
明

治
37年

5月
25日

）
⑤

仮
事

務
所

設
置

届
（

明
治

38年
4月

28日
）

 2
森

川
　

深
吾

①
入

会
届

（
明

治
26年

6月
5日

）
②

事
務

所
移

転
届

（
明

治
37年

4月
21日

）
③

事
務

員
届

（
明

治
37年

9月
か

？
）

④
退

会
届

（
明

治
38年

12月
14日

）
⑤

事
務

所
設

置
届

（
明

治
38年

12月
14日

）
⑥

事
務

所
移

転
届

（
明

治
39年

8月
27日

）
⑦

事
務

所
移

転
届

（
明

治
43年

2月
7日

）
⑧

事
務

所
廃

止
届

（
明

治
41年

7月
23日

）
⑨

事
務

員
解

任
届

（
明

治
43年

7月
23日

）

 3
岩

村
　

茂
①

入
会

届
（

明
治

36年
8月

18日
？

）
②

入
会

届
（

明
治

36年
9月

5日
）

③
退

会
届

（
明

治
37年

4月
28日

）
④

弁
護

士
会

入
会

届
（

明
治

39年
1月

18日
）

⑤
事

務
員

届
（

明
治

39年
1月

23日
）

⑥
弁

護
士

会
名

簿
登

録
届

（
明

治
39年

1月
27日

）
⑦

本
籍

移
転

届
（

明
治

39年
1月

27日
）

 4
古

川
　

喜
太

郎
①

入
会

届
（

明
治

38年
1月

15日
）

事
務

所
届

　
②

事
務

員
雇

傭
お

よ
び

解
傭

届
（

明
治

40年
3月

16日
）

③
事

務
所

移
転

届
（

明
治

40年
10月

8日
）

④
弁

護
士

会
脱

退
届

（
明

治
41年

7月
9日

）
 5

團
野

　
辰

次
郎

①
入

会
届

（
明

治
40年

2月
28日

）
②

退
会

届
（

明
治

41年
12月

23日
）

 6
池

田
　

大
助

①
入

会
届

（
明

治
40年

5月
16日

）
②

脱
会

届
（

明
治

41年
7月

11日
）

 7
大

貝
　

武
布

①
入

会
届

（
明

治
26年

5月
16日

）
②

就
役

許
可

申
請

（
仏

教
生

命
保

険
株

式
会

社
取

締
役

）（
明

治
27年

10月
12日

）
③

兼
業

許
可

願
（

銀
行

取
締

役
）（

明
治

29年
7月

16日
）

④
事

務
所

移
転

届
（

明
治

30年
1月

22日
）

⑤
事

務
所

移
転

届
（

明
治

39年
4月

29日
）

⑥
事

務
所

移
転

届
（

明
治

40年
7月

31日
）

⑦
事

務
所

移
転

届
（

明
治

40年
10月

9日
）

⑧
事

務
員

届
（

明
治

40年
10月

9日
）

⑨
事

務
所

移
転

届
（

明
治

41年
9月

9日
）

⑩
事

務
員

解
雇

届
（

明
治

41年
9月

9日
）

⑪
退

会
届

（
明

治
41年

11月
27日

）

 8
八

田
　

一
精

①
入

会
届

（
明

治
32年

12月
6日

）
②

事
務

所
移

転
届

（
明

治
35年

4月
26日

）
③

事
務

所
移

転
届

（
明

治
37年

3月
27日

）
④

事
務

所
移

転
届

（
明

治
37年

8月
29日

）
⑤

出
張

所
設

置
届

（
明

治
38年

10月
3日

）
⑥

転
居

御
届

（
明

治
33年

4
月

24日
）

⑦
事

務
員

届
（

明
治

40年
4月

4日
）

⑧
事

務
員

届
出

（
明

治
41年

2月
28日

）
⑨

事
務

所
開

設
届

（
明

治
41年

3月
4日

）
⑩

退
会

届
（

明
治

41年
11月

24日
）

 9
高

村
　

半
三

①
入

会
届

（
明

治
26年

5月
17日

）
②

出
張

所
設

置
届

（
明

治
26年

6月
13日

）
③

事
務

所
変

更
届

（
明

治
26年

9月
13日

）
④

事
務

所
移

転
届

（
明

治
29年

3月
28日

）
⑤

事
務

所
移

転
届

（
明

治
29年

11月
13日

）
⑥

事
務

所
移

転
届

（
明

治
32年

7月
7日

）
⑦

転
居

届
（

明
治

36年
12月

11日
）

⑧
事

務
員

届
（

明
治

39年
11月

10日
）

⑨
退

会
届

（
明

治
42年

5月
10

？
日

）
10

奥
　

繁
三

郎
①

入
会

届
（

明
治

26年
5月

26日
）

②
事

務
所

移
転

届
（

明
治

32年
10月

27日
）

③
事

務
員

届
（

明
治

38年
1月

13日
）

④
事

務
員

届
（

明
治

39年
6月

28日
）

⑤
退

会
届

（
明

治
42年

7月
2日

）

11
高

木
　

藏
吉

①
入

会
（

明
治

34年
3月

24日
）

②
事

務
所

届
（

明
治

37年
9月

20日
）

③
事

務
所

移
転

届
（

明
治

40年
12月

5日
）

④
事

務
員

届
（

明
治

41年
8月

27日
）

⑤
事

務
員

届
（

明
治

41年
12月

1■
日

）
⑥

事
務

員
届

解
雇

届
（

明
治

42年
3月

27日
）

⑦
事

務
員

届
（

明
治

42年
3月

20日
）

⑧
事

務
所

移
転

届
（

明
治

42年
6月

12日
）

⑨
事

務
所

設
置

届
（

明
治

42年
11月

25日
）

⑩
弁

護
士

名
簿

登
録

換
御

届
（

明
治

42年
11月

25日
）

⑨
に

関
す

る
京

都
弁

護
士

会
会

長
尾

崎
保

→
高

木
藏

吉
宛

照
会

（
明

治
42年

12月
11日

）
⑪

出
張

事
務

所
仮

設
置

届
（

明
治

43年
3月

31日
）

⑫
出

張
事

務
所

設
置

届
（

明
治

43年
4月

15日
）

⑬
出

張
事

務
所

廃
止

届
（

明
治

43年
5月

30日
）

⑭
出

張
事

務
所

廃
止

届
（

明
治

43年
6月

13日
）

12
奥

西
市

太
郎

①
入

会
届

（
明

治
37年

4月
11日

）
②

事
務

員
届

（
明

治
38年

5月
16日

）
③

事
務

所
移

転
届

（
明

治
39年

7月
4日

）
④

事
務

員
届

（
明

治
40年

7月
29日

）
⑤

事
務

員
解

雇
届

（
明

治
41年

6月
27日

）
⑥

事
務

員
届

（
明

治
41年

6月
25日

）
⑦

事
務

員
届

（
明

治
41年

12月
1■

日
）

⑧
事

務
員

解
雇

届
（

明
治

42年
1月

13日
）

⑨
事

務
員

届
（

明
治

42年
4月

24日
）

⑩
退

会
届

（
明

治
42年

10月
8日

）
13

立
川

　
達

吉
①

入
会

届
（

明
治

26年
5月

18日
）

②
事

務
所

移
転

届
（

明
治

27年
3月

30日
）

③
事

務
員

届
（

明
治

39年
12月

5日
）

④
脱

会
届

（
明

治
42年

11月
30日

）

14
橋

角
　

弥
市

郎
①

入
会

届
（

明
治

40年
6月

10日
）
②

事
務

所
移

転
届
（

明
治

40年
7月

28日
）
③

事
務

所
移

転
届
（

明
治

40年
10月

14日
）
④

事
務

員
届
（

明
治

40年
12月

14日
）
⑤

事
務

員
解

雇
届
（

明
治

41年
4月

1日
）
⑥

事
務

員
届
（

明
治

41年
4月

1日
）

⑦
事

務
所

設
置

届
（

明
治

41年
12月

6日
）
⑧

事
務

員
届
（

明
治

41年
12月

6日
）
⑨

事
務

員
届
（

明
治

41年
12月

24日
）
⑩

事
務

員
解

雇
届
（

明
治

42年
4月

13日
）
⑪

事
務

員
解

雇
届
（

明
治

42年
5月

30日
）
⑫

死
亡

届
（

明
治

42年
12月

2日
）

15
田

原
　

七
三

郎
①

入
会

届
（

明
治

36年
1月

5日
）

②
事

務
所

移
転

届
？

（
明

治
39年

5月
23日

）
③

事
務

所
移

転
届

（
明

治
39年

8月
27日

）
④

事
務

員
雇

入
及

解
雇

届
（

明
治

41年
1月

23日
）

⑤
弁

護
士

会
常

議
会

員
辞

任
届

（
明

治
42年

8月
27日

）
⑥

事
務

所
移

転
届

（
明

治
43年

1月
26日

）
⑦

退
会

届
（

明
治

43年
3月

30日
）

16
伊

藤
　

喜
八

①
入

会
届

（
明

治
36年

5月
21日

）
②

事
務

所
及

び
事

務
員

届
（

明
治

38年
1月

10日
）

③
出

張
所

設
置

届
（

明
治

38年
6月

23日
）

④
出

張
事

務
所

廃
止

届
（

明
治

38年
7月

4日
）

⑤
出

張
事

務
所

設
置

届
（

明
治

40年
4月

26日
）

⑥
事

務
員

届
（

明
治

40年
4月

26日
）

⑦
事

務
員

届
（

明
治

40年
12月

2日
）

⑧
事

務
員

届
（

明
治

40年
12月

5日
）

⑨
事

務
員

解
雇

届
（

明
治

41年
4月

）
⑩

出
張

所
廃

止
お

よ
び

事
務

員
解

雇
届

（
明

治
41年

12月
27日

）
⑪

出
張

事
務

所
廃

止
届

（
明

治
42

年
7月

9日
）

⑫
大

阪
の

事
務

所
廃

止
＋

石
見

国
事

務
所

設
置

届
（

明
治

42年
7月

15日
）

⑬
石

見
国

出
張

所
新

設
届

（
明

治
42年

12月
1日

）
⑭

弁
護

士
会

退
会

届
（

明
治

42年
5月

30日
）

17
浅

見
　

八
郎

①
入

会
届

（
明

治
41年

12月
26日

）
②

事
務

員
届

（
明

治
42年

12月
26日

）
③

事
務

所
移

転
届

（
明

治
43年

4月
15日

）
④

死
亡

届
（

明
治

43年
7月

26日
）

18
岩

田
　

信
①

入
会

届
（

明
治

26年
5月

22日
）

②
事

務
所

届
（

明
治

26年
5月

22日
）

③
転

居
届

（
明

治
27年

5月
17日

）
④

問
い

合
わ

せ
（

明
治

27年
9月

12日
）

⑤
事

務
所

移
転

届
（

明
治

30年
4月

26日
）

⑥
転

宅
届

（
明

治
31年

8月
25日

）
⑦

事
務

所
設

置
届

（
明

治
32年

3月
27日

）
⑧

出
張

所
廃

止
届

（
明

治
33年

7月
1日

）
⑨

事
務

所
移

転
届

（
明

治
37年

5月
25日

）
⑩

出
張

所
廃

止
届

（
明

治
37年

8月
24日

）
⑪

事
務

所
移

転
届

（
明

治
37年

8月
24日

）
⑫

事
務

所
移

転
届

（
明

治
38

年
2月

15日
）

⑬
事

務
員

届
（

明
治

38年
5月

16日
）

⑭
事

務
所

移
転

届
　

⑰
事

務
員

届
（

明
治

42年
11月

19日
）（

明
治

38年
10月

9日
）

⑮
出

張
事

務
所

設
置

届
（

明
治

33
？

年
8月

20日
）

⑯
事

務
員

履
歴

書
（

明
治

42年
1月

12日
）

⑱
事

務
所

移
転

届
（

明
治

43年
1月

15日
）

⑲
事

務
所

移
転

届
（

明
治

43年
8月

12日
）

⑳
死

亡
届

（
明

治
43年

9月
4日

）

19
山

崎
　

恵
純

①
入

会
届

（
明

治
26年

5月
18日

）
②

転
居

届
（

明
治

29年
9月

4日
）

③
事

務
所

移
転

届
（

明
治

33年
7月

3日
）

④
出

張
所

廃
止

お
よ

び
事

務
員

解
雇

届
（

明
治

34年
12月

17日
）

⑤
事

務
員

届
（

明
治

40年
4月

4日
）

⑥
事

務
員

解
雇

届
（

明
治

41年
4月

5日
）

⑦
事

務
員

届
（

明
治

41年
4月

5日
）

⑧
事

務
員

解
雇

届
（

明
治

41年
5月

16日
）

⑨
事

務
所

移
転

届
（

明
治

41年
4月

27日
）

⑩
事

務
員

届
（

明
治

41年
7月

20日
）

⑫
事

務
所

移
転

届
（

明
治

43年
4月

27日
）

⑬
事

務
所

移
転

届
（

明
治

43年
10月

27日
）

⑭
退

会
届

（
明

治
44年

3月
8日

）
20

甘
粕

　
勇

雄
①

入
会

届
（

明
治

41年
8月

14日
）

②
事

務
員

届
（

明
治

42年
1月

14日
）

③
事

務
所

移
転

届
（

明
治

42年
1月

）
④

事
務

員
届

（
明

治
42年

4月
26日

）
⑤

事
務

所
移

転
届

（
明

治
44年

1月
23日

）
⑥

退
会

届
（

明
治

44年
5月

3日
）

21
高

畠
　

源
之

助
①

入
会

届
（

明
治

26年
5月

27日
）

②
転

居
届

（
明

治
30年

8月
16日

）
③

事
務

所
移

転
届

（
明

治
32年

7月
11日

）
④

事
務

所
移

転
届

（
明

治
36年

11月
27日

）
⑤

事
務

所
移

転
届

（
明

治
37年

11月
17日

）
⑥

退
会

届
（

明
治

44年
4月

28日
）

22
吉

田
　

眞
策

①
入

会
届

（
明

治
44年

3月
29日

）
②

事
務

員
届

（
明

治
44年

4月
5日

）
③

事
務

所
閉

鎖
届

（
明

治
44年

8月
21日

）
④

退
会

届
（

明
治

44年
9月

11日
）

23
須

賀
　

忠
貞

①
入

会
届

（
明

治
34年

1月
10日

）
②

事
務

所
届

（
明

治
34年

1月
10日

）
③

事
務

所
設

置
届

（
明

治
32年

9月
28日

）
④

事
務

所
移

転
届

（
明

治
33年

4月
9日

）
⑤

事
務

所
移

転
届

（
明

治
38年

3月
9日

）
⑥

弁
護

士
登

録
照

会
　

⑦
退

会
届

（
明

治
44年

10月
6日

）

24
須

古
　

織
之

助
①

入
会

届
（

明
治

32年
1月

20日
）

②
出

張
事

務
所

設
置

届
（

明
治

32年
6月

23日
）

③
事

務
員

届
（

明
治

33年
9月

20日
）

④
事

務
所

移
転

届
（

明
治

34年
5月

10日
）

⑤
事

務
員

届
（

明
治

41年
3月

9日
）

⑥
事

務
員

解
雇

届
（

明
治

41年
12

月
19日

）
⑦

事
務

員
届

（
明

治
43年

1月
15日

）
⑧

通
知

書
（

明
治

43年
3月

1日
）

⑨
事

務
員

解
雇

届
（

明
治

42年
3月

2日
）

⑩
事

務
員

届
（

明
治

44年
3月

3日
）

⑪
事

務
所

移
転

届
（

明
治

43年
9月

5日
）

⑫
事

務
員

解
傭

届
（

明
治

43年
12月

8日
）

⑬
事

務
員

届
（

明
治

43年
12月

8日
）

⑭
死

亡
届

（
明

治
44年

11月
22日

）
25

足
立

　
正

之
助

①
入

会
届

（
明

治
44年

9月
11日

）
②

退
会

届
（

明
治

45年
2月

14日
）

③
出

張
事

務
所

設
置

届
（

明
治

45年
4月

11日
）
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以
上
約
一
〇
年
未
満
の
者
が
、
八
田
、
高
木
、
奥
西
、
田
原
、
伊
藤
の
五
名
、
③

約
五
年
未
満
の
者
が
、
岩
村
、
古
川
、
團
野
、
池
田
、
橋
角
、
浅
見
、
甘
粕
、
古

田
、
足
立
の
九
名
と
な
る
。
以
下
で
は
、
所
属
期
間
ご
と
に
そ
れ
ぞ
れ
の
弁
護
士

の
活
動
状
況
お
よ
び
事
務
員
と
し
て
ど
の
よ
う
な
人
物
が
雇
用
さ
れ
た
か
確
認
す

る
。
な
お
、
弁
護
士
会
に
提
出
さ
れ
た
届
一
覧
は
図
2
に
示
し
た
。

三
―

一
、
所
属
期
間
約
一
〇
年
以
上
の
弁
護
士

（
一
）
福
田　

英
次
郎

　

①
入
会
届
（
明
治
二
六
年
五
月
一
八
日
）↓
②
事
務
所
移
転
届
（
明
治
三
二
年

三
月
八
日
）：
①
に
届
出
た
船
井
郡
内
の
移
転
↓
③
事
務
所
移
転
届
（
明
治
三
六

年
六
月
一
一
日
）：
船
井
郡
か
ら
京
都
市
下
京
区
↓
④
事
務
所
移
転
届
（
明
治

三
七
年
五
月
二
五
日
）：
京
都
市
下
京
区
か
ら
紀
伊
郡
↓
⑤
仮
事
務
所
設
置
届
（
明

治
三
八
年
四
月
二
八
日
）：
中
郡
に
仮
事
務
所
設
置

　

福
田
の
退
会
届
は
記
録
に
残
さ
れ
て
い
な
い
た
め
、
京
都
弁
護
士
会
に
お
い
て

何
年
ま
で
活
動
し
て
い
た
の
か
は
明
ら
か
で
は
な
い
が
、
⑤
の
届
出
が
明
治
三
八

年
で
あ
る
こ
と
か
ら
、少
な
く
と
も
一
二
年
間
は
活
動
し
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。

ま
た
、
訴
訟
仲
介
者
対
策
が
行
わ
れ
る
前
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
福
田
の
事
務
員
に

関
す
る
届
出
は
出
さ
れ
て
い
な
い
。
福
田
の
出
身
地
で
あ
る
京
都
府
船
井
郡
か
ら

京
都
市
下
京
区
や
紀
伊
郡
伏
見
な
ど
へ
事
務
所
を
移
転
す
る
と
共
に
、
京
都
北
部

の
中
郡
に
仮
事
務
所
を
設
置
す
る
と
い
っ
た
事
務
所
移
転
状
況
か
ら
は
、
京
都
市

内
よ
り
も
市
外
で
の
活
動
が
中
心
で
あ
っ
た
と
言
え
る
。

（
二
）
森
川　

深
吾

　

①
入
会
届
（
明
治
二
六
年
六
月
五
日
）↓
②
事
務
所
移
転
届
（
明
治
三
七
年
四

月
二
一
日
）：
京
都
市
内
で
の
移
転
↓
③
事
務
員
届
（
明
治
三
七
年
九
月
か
？
）

履
歴
書
あ
り
↓
④
退
会
届
（
明
治
三
八
年
一
二
月
一
四
日
）↓
⑤
事
務
所
設
置
届

（
明
治
三
八
年
一
二
月
一
四
日
）：
②
と
同
じ
下
京
区
↓
⑥
事
務
所
移
転
届
（
明
治

三
九
年
八
月
二
七
日
）：
上
京
区
へ
移
転
↓
⑦
事
務
所
移
転
届
（
明
治
四
三
年
二

月
七
日
）：
下
京
区
へ
移
転
↓
⑧
事
務
所
廃
止
届
（
明
治
四
一
年
七
月
二
三
日
）：

⑦
の
事
務
所
を
廃
止
↓
⑨
事
務
員
解
任
届
（
明
治
四
三
年
七
月
二
三
日
）：
③
で

採
用
し
た
事
務
員
の
解
雇
。
雇
用
期
間
八
年
弱
。

　

明
治
九
年
二
月
八
日
生
ま
れ
と
い
う
こ
と
で
、
弁
護
士
会
登
録
時
に
は
一
七
歳

で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
森
川
は
、
明
治
二
六
年
か
ら
明
治
三
八
年
ま
で
の
一
二

年
間
京
都
弁
護
士
会
に
所
属
し
た
。
そ
の
森
川
の
退
会
理
由
は
、
大
津
地
方
裁
判

所
へ
の
登
録
換
で
あ
り
、
森
川
の
本
籍
が
滋
賀
県
で
あ
っ
た
こ
と
が
関
係
し
て
い

る
の
で
は
な
い
か
と
推
測
さ
れ
る
。
森
川
の
場
合
、
登
録
換
え
を
行
い
、
滋
賀
県

大
津
市
に
転
居
し
た
後
も
、
⑧
の
時
期
ま
で
は
京
都
市
内
に
弁
護
士
事
務
所
を
経

営
し
て
い
た
が
、
複
数
の
府
県
に
事
務
所
を
開
設
す
る
こ
と
は
、
当
時
に
お
い
て

は
特
に
変
わ
っ
た
こ
と
で
は
な
か
っ
た
。

　

森
川
が
京
都
市
内
の
弁
護
士
事
務
所
の
事
務
員
と
し
て
採
用
し
た
③
の
T
は
採

用
時
一
八
歳
で
あ
っ
た
が
、
約
二
年
の
区
裁
判
所
雇
と
し
て
の
経
歴
を
有
し
て
い

る
こ
と
、
雇
用
期
間
が
八
年
弱
と
い
う
比
較
的
長
期
で
あ
っ
た
こ
と
か
ら
考
え
る

と
、
裁
判
手
続
き
な
ど
の
知
識
を
有
し
、
あ
る
程
度
は
事
務
所
を
任
せ
る
こ
と
が

で
き
る
人
材
と
し
て
雇
用
さ
れ
た
の
で
は
な
い
か
と
考
え
ら
れ
る
。
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（
三
）
大
貝　

武
布

　

①
入
会
届
（
明
治
二
六
年
五
月
一
六
日
）：
下
京
区
↓
②
就
役
許
可
申
請
（
明

治
二
七
年
一
〇
月
一
二
日
）：
仏
教
生
命
保
険
株
式
会
社
取
締
役
↓
③
兼
業
許
可

願
（
明
治
二
九
年
七
月
一
六
日
）：
銀
行
取
締
役
↓
④
事
務
所
移
転
届
（
明
治

三
〇
年
一
月
二
二
日
）：
下
京
区
内
で
の
移
転
↓
⑤
事
務
所
移
転
届
（
明
治
三
九

年
四
月
二
九
日
）：
烏
丸
通
内
の
移
転
↓
⑥
事
務
所
移
転
届
（
明
治
四
〇
年
七
月

三
一
日
）：
⑤
か
ら
下
京
区
下
河
原
通
へ
移
転
↓
⑦
事
務
所
移
転
届
（
明
治
四
〇

年
一
〇
月
九
日
）：
⑥
か
ら
上
京
区
へ
移
転
↓
⑧
事
務
員
届
（
明
治
四
〇
年
一
〇

月
九
日
）
履
歴
書
あ
り
↓
⑨
事
務
所
移
転
届
（
明
治
四
一
年
九
月
九
日
）：
下
京

区
内
の
移
転
↓
⑩
事
務
員
解
雇
届
（
明
治
四
一
年
九
月
九
日
）：
⑧
で
採
用
し
た

事
務
員
。
雇
用
期
間
1
年
↓
⑪
退
会
届
（
明
治
四
一
年
一
一
月
二
七
日
）

　

初
代
京
都
弁
護
士
会
会
長
で
あ
り
、後
に
府
会
議
員
に
転
身
し
た
大
貝
の
場
合
、

一
五
年
と
い
う
長
い
活
動
期
間
の
活
動
拠
点
は
京
都
市
内
で
あ
り
、
事
務
所
の
移

転
は
全
て
市
内
で
行
わ
れ
て
い
る
。
生
命
保
険
会
社
や
銀
行
の
取
締
役
で
も
あ
っ

た
こ
と
か
ら
、
京
都
市
内
に
お
け
る
知
名
度
は
高
く
、
弁
護
士
と
し
て
の
仕
事
の

依
頼
を
受
け
る
点
で
困
る
こ
と
は
な
か
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
考
え
ら
れ
る
。
大

貝
が
雇
用
し
た
事
務
員
は
採
用
当
時
四
〇
歳
。
日
本
法
律
学
校
（
現
日
本
大
学
）

を
卒
業
し
、
明
治
三
六
年
か
ら
一
年
ば
か
り
別
の
弁
護
士
事
務
所
の
事
務
員
と
し

て
の
職
歴
を
持
つ
⑧
の
K
一
名
の
届
出
が
行
わ
れ
て
い
る
が
、そ
の
履
歴
か
ら
は
、

（
二
）
の
森
川
以
上
に
裁
判
手
続
き
や
弁
護
士
事
務
所
事
情
に
通
じ
て
い
る
こ
と

を
期
待
し
て
い
た
こ
と
が
う
か
が
わ
れ
る
。
K
は
採
用
さ
れ
た
翌
年
に
解
雇
さ
れ

て
い
る
が
、
そ
の
理
由
に
つ
い
て
は
、
大
貝
の
京
都
弁
護
士
会
退
会
な
ら
び
に
事

務
所
閉
鎖
に
よ
る
も
の
か
、
あ
る
い
は
訴
訟
仲
介
常
習
被
疑
事
件
に
関
わ
る
も
の

で
あ
っ
た
か
は
不
明
で
あ
る
。

（
四
）
高
村　

半
三

　

①
入
会
届
（
明
治
二
六
年
五
月
一
七
日
）：
上
京
区
↓
②
出
張
所
設
置
届
（
明

治
二
六
年
六
月
一
三
日
）：
上
京
区
の
①
と
は
異
な
る
場
所
に
出
張
所
設
置
↓
③

事
務
所
変
更
届
（
明
治
二
六
年
九
月
一
三
日
）①
の
住
所
が
同
じ
区
内
で
変
更
↓

④
事
務
所
移
転
届
（
明
治
二
九
年
三
月
二
八
日
）：
③
の
同
じ
区
内
で
移
転
↓
⑤

事
務
所
移
転
届
（
明
治
二
九
年
一
一
月
一
三
日
）：
上
京
区
内
の
移
転
と
下
京
区

へ
出
張
所
移
転
か
？
↓
⑥
事
務
所
移
転
届
（
明
治
三
二
年
七
月
七
日
）：
同
じ
区

内
で
移
転
↓
⑦
転
居
届
（
明
治
三
六
年
一
二
月
一
一
日
）：
同
じ
上
京
区
内
で
住

所
を
移
転
↓
⑧
事
務
員
雇
入
届
書
（
明
治
三
九
年
一
一
月
一
〇
日
）
履
歴
書
あ
り

↓
⑨
退
会
届
（
明
治
四
二
年
五
月
一
〇
？
日
）

　

明
治
四
二
年
に
弁
護
士
引
退
を
決
意
す
る
ま
で
約
一
六
年
間
活
動
し
て
い
た
高

村
の
場
合
、
事
務
所
と
出
張
所
を
設
置
し
て
事
業
展
開
を
行
っ
て
い
る
が
、
活
動

拠
点
は
京
都
市
内
で
あ
り
続
け
た
。
事
務
員
の
履
歴
が
わ
か
る
⑧
に
よ
れ
ば
、
採

用
当
時
二
五
歳
の
Ｋ
（
大
分
出
身
）
は
、
高
等
小
学
校
を
卒
業
後
、
三
年
間
、
区

裁
判
所
（
大
分
地
方
裁
判
所
所
轄
竹
田
区
裁
判
所
三
重
出
張
所
）
に
、
書
記
見
習

い
と
し
て
勤
務
し
て
い
る
。
大
分
出
身
で
勤
務
地
も
大
分
で
あ
っ
た
Ｋ
が
、
ど
の

よ
う
な
経
緯
を
経
て
、
京
都
弁
護
士
会
所
属
弁
護
士
の
事
務
所
員
と
し
て
採
用
さ

れ
た
の
か
、
そ
の
背
景
に
は
、
裁
判
所
勤
務
経
験
者
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
の
存
在
も
考

え
ら
れ
る
が
、
少
な
く
と
も
（
二
）
の
森
川
同
様
に
、
裁
判
実
務
の
知
識
を
有
す

る
こ
と
を
事
務
員
に
求
め
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。
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（
五
）
奥　

繁
三
郎

　

①
入
会
届
（
明
治
二
六
年
五
月
二
六
日
）：
下
京
区
↓
②
事
務
所
移
転
届
（
明

治
三
二
年
一
〇
月
二
七
日
）：
上
京
区
へ
移
転
↓
③
事
務
員
届
（
明
治
三
八
年
一

月
一
三
日
）
履
歴
書
あ
り
↓
④
事
務
員
届
（
明
治
三
九
年
六
月
二
八
日
）
履
歴
書

あ
り
↓
⑤
退
会
届
（
明
治
四
二
年
七
月
二
日
）

　
（
四
）
の
高
村
同
様
に
、
明
治
四
二
年
に
引
退
を
決
意
し
た
奥
も
、
一
六
年
間

の
活
動
経
験
を
有
し
て
い
る
が
、
そ
の
活
動
拠
点
は
京
都
市
内
で
あ
っ
た
。
奥
が

雇
用
し
た
事
務
員
に
つ
い
て
は
二
件
収
録
さ
れ
て
い
る
が
、
出
身
は
両
者
と
も
京

都
で
あ
る
。③
の
届
出
に
先
だ
っ
て
既
に
明
治
三
六
年
五
月
か
ら
勤
務
し
て
い
た
、

採
用
当
時
一
七
歳
の
Ｏ
の
学
歴
は
、
高
等
小
学
校
卒
業
後
、
私
立
独
立
英
字
館
に

お
い
て
英
語
を
修
め
た
と
い
う
も
の
で
あ
り
、
奥
の
弁
護
士
事
務
所
が
最
初
の
就

職
先
と
な
っ
て
い
る
。
ま
た
、
④
の
Ｓ
は
採
用
当
時
二
六
歳
、
高
等
小
学
校
卒
業

後
、
個
人
の
塾
で
「
中
学
程
度
ノ
課
目
ヲ
修
得
シ
」
退
塾
後
、
通
信
書
記
補
試
験

に
合
格
し
て
京
都
郵
便
電
信
局
で
勤
務
す
る
も
の
の
明
治
三
一
年
一
一
月
に
徴
兵

の
た
め
依
願
免
官
、
明
治
三
四
年
一
一
月
の
満
期
除
隊
後
に
京
都
税
務
監
督
局
の

税
務
署
雇
と
な
る
も
、
再
び
明
治
三
七
年
七
月
か
ら
三
九
年
四
月
ま
で
看
護
長
と

し
て
従
軍
、
召
集
解
除
後
に
奥
の
事
務
員
に
採
用
さ
れ
た
と
い
う
経
歴
を
有
し
て

い
る
。
両
者
と
も
、実
務
経
験
や
法
的
知
識
が
求
め
ら
れ
た
と
は
考
え
ら
れ
な
い
。

（
六
）
立
川　

達
吉

　

①
入
会
届
（
明
治
二
六
年
五
月
一
八
日
）：
上
京
区
↓
②
事
務
所
移
転
届
（
明

治
二
七
年
三
月
三
〇
日
）：
上
京
区
内
で
移
転
↓
③
事
務
員
届
（
明
治
三
九
年

一
二
月
五
日
）
履
歴
書
あ
り
、
そ
の
中
の
一
名
は
仲
介
者
名
簿
記
載
者
で
あ
る
こ

と
が
判
明
す
る
↓
④
脱
会
届
（
明
治
四
二
年
一
一
月
三
〇
日
）

　

一
六
年
間
活
動
し
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
届
出
が
少
な
い
立
川
に
つ
い
て
は
、
そ

の
活
動
状
況
の
詳
細
に
つ
い
て
は
不
明
で
あ
る
が
、
届
出
に
よ
れ
ば
事
務
所
は
上

京
区
内
の
移
転
に
留
ま
っ
て
い
る
。
ま
た
、
②
で
は
二
名
の
事
務
員
の
届
出
が
行

わ
れ
て
い
る
が
、
そ
の
内
の
一
名
は
「（
添
付
朱
書
）
Ｎ
ハ
明
治
四
十
一
年
弐
月

会
則
ニ
依
リ
常
議
員
会
ノ
決
議
ニ
ヨ
リ
除
名
ス
故
ニ
履
歴
書
ヲ
省
ク
」
と
あ
り
、

履
歴
書
は
残
さ
れ
て
い
な
い
。
も
う
一
名
に
つ
い
て
は
、採
用
時
一
九
歳
の
Ｍ
は
、

明
治
三
五
年
に
高
等
小
学
科
程
全
科
卒
業
し
た
後
、
同
年
六
月
か
ら
翌
三
七
年
四

月
ま
で
京
都
地
方
裁
判
所
々
属
弁
護
士
立
川
達
吉
方
事
務
員
、
そ
の
後
、
講
道
館

の
講
習
生
と
な
っ
て
明
治
三
八
年
に
は
師
範
代
理
と
な
り
、
翌
三
九
年
三
月
迄
兵

法
修
行
を
行
い
、
再
び
明
治
三
九
年
四
月
か
ら
立
川
の
事
務
員
と
し
て
雇
用
さ
れ

た
旨
が
記
さ
れ
て
お
り
、
最
初
に
Ｋ
を
雇
用
し
た
の
は
高
等
小
学
校
卒
業
後
と
同

じ
年
で
あ
っ
た
こ
と
か
ら
、
法
的
知
識
を
求
め
た
と
は
考
え
ら
れ
な
い
。

（
七
）
岩
田　

信

　

①
入
会
届
（
明
治
二
六
年
五
月
二
二
日
）↓
②
事
務
所
届
（
明
治
二
六
年
五
月

二
二
日
）：
上
京
区
↓
③
転
居
届
（
明
治
二
七
年
五
月
一
七
日
）：
上
京
区
内
で
転

居
↓
④
事
務
所
変
更
に
関
す
る
問
い
合
わ
せ
（
明
治
二
七
年
九
月
一
二
日
）：「
弁

護
士
岩
田
信
ハ
室
町
通
竹
屋
町
下
ル
鏡
町
ヨ
リ
他
ヘ
事
務
所
ヲ
変
更
致
候
哉
聞
込

ミ
」↓
⑤
事
務
所
移
転
届
（
明
治
三
〇
年
四
月
二
六
日
）：
下
京
区
へ
移
転
↓
⑥
転

宅
届
（
明
治
三
一
年
八
月
二
五
日
）：
上
京
区
内
で
転
居
↓
⑦
事
務
所
設
置
届
（
明

治
三
二
年
三
月
二
七
日
）：
下
京
区
に
事
務
所
を
設
置
し
た
こ
と
で
、
上
京
区
と

合
わ
せ
て
二
ヶ
所
の
事
務
所
を
有
す
る
↓
⑧
出
張
所
廃
止
届
（
明
治
三
三
年
七
月
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一
日
）：
府
下
伏
見
町
の
出
張
事
務
所
廃
止
↓
⑨
移
転
届
（
明
治
三
七
年
五
月

二
五
日
）：
上
京
区
内
で
転
居
、
事
務
所
に
す
る
↓
⑩
出
張
所
廃
止
届
（
明
治

三
七
年
八
月
二
四
日
）：
上
京
区
の
出
張
所
廃
止
↓
⑪
事
務
所
移
転
届
（
明
治

三
七
年
八
月
二
四
日
）：
上
京
区
内
で
移
転
（
こ
れ
が
⑩
で
廃
止
か
）↓
⑫
事
務
所

移
転
届
（
明
治
三
八
年
二
月
一
五
日
）：
上
京
区
内
で
移
転
↓
⑬
事
務
員
届
（
明

治
三
八
年
五
月
一
六
日
）
履
歴
書
あ
り
↓
⑭
事
務
所
移
転
届
（
明
治
三
八
年
一
〇

月
九
日
）：
上
京
区
内
で
移
転
↓
⑮
出
張
事
務
所
設
置
届
（
明
治
三
三
年
？
八
月

二
〇
日
）：
上
京
区
の
F
氏
方（
個
人
宅
）へ
出
張
所
設
置
↓
⑯
事
務
員
履
歴
書（
明

治
四
二
年
一
月
一
二
日
）
履
歴
書
あ
り
↓
⑰
事
務
員
届
（
明
治
四
二
年
一
一
月

一
九
日
）
履
歴
書
あ
り
↓
⑱
事
務
所
移
転
届
（
明
治
四
三
年
一
月
一
五
日
）↓
⑲

事
務
所
移
転
届
（
明
治
四
三
年
八
月
一
二
日
）：
上
京
区
内
で
の
移
転
↓
⑳
死
亡

届
（
明
治
四
三
年
九
月
四
日
）

　

死
亡
に
よ
っ
て
一
七
年
間
に
及
ぶ
弁
護
士
活
動
を
終
了
せ
ざ
る
を
得
な
か
っ
た

岩
田
の
場
合
、
一
時
は
事
務
所
の
他
に
、
京
都
市
内
と
紀
伊
郡
伏
見
町
に
出
張
所

を
設
け
て
お
り
、
前
者
に
関
し
て
は
⑮
で
確
認
で
き
る
様
に
、
個
人
宅
に
も
出
張

所
を
設
置
し
て
い
る
。
こ
の
⑮
に
つ
い
て
は
訴
訟
仲
介
者
の
可
能
性
が
考
え
ら
れ

る
。
こ
の
よ
う
に
複
数
の
出
張
所
を
有
し
て
い
た
た
め
か
、
④
で
は
、
京
都
地
方

裁
判
所
検
事
局
か
ら
弁
護
士
会
に
対
し
て
、
岩
田
が
、
弁
護
士
会
に
届
出
を
出
す

こ
と
な
く
事
務
所
を
移
転
し
て
い
る
と
い
う
情
報
を
入
手
し
た
と
し
て
、
問
い
合

わ
せ
が
行
わ
れ
て
い
る
。
こ
の
点
か
ら
は
、
検
事
局
の
弁
護
士
会
お
よ
び
弁
護
士

に
対
す
る
監
督
が
形
式
的
な
も
の
で
は
な
か
っ
た
こ
と
が
判
明
す
る
。

　

岩
田
が
届
出
た
事
務
員
に
つ
い
て
は
、
三
人
の
履
歴
書
が
収
録
さ
れ
て
い
る
。

⑬
の
採
用
時
五
二
歳
で
あ
っ
た
Ａ
の
経
歴
は
、明
治
五
年
に
足
羽
国（
現
福
井
県
）

大
豊
郡
大
豊
横
町
外
八
ケ
町
戸
長
を
拝
命
、
そ
の
後
、
陸
軍
東
京
工
廠
御
掛
準
判

任
（
明
治
一
〇
年
か
ら
約
一
年
間
）、
石
川
県
地
租
改
正
御
用
掛
準
判
任
（
明
治

一
二
年
か
ら
約
二
年
）、
福
井
県
大
豊
郡
大
豊
西
壱
番
町
外
九
ヶ
町
任
戸
長
（
明

治
一
六
年
）、
大
坂
陸
砲
兵
工
廠
御
用
掛
（
明
治
二
七
年
か
ら
二
九
年
）
と
い
っ

た
も
の
で
あ
り
、
法
的
知
識
を
ど
の
程
度
有
し
て
い
た
か
は
判
明
し
な
い
が
、
実

務
経
験
を
有
す
る
ベ
テ
ラ
ン
と
い
う
こ
と
は
で
き
る
。
他
方
、
⑯
の
採
用
時
二
三

歳
の
Ｉ
は
、
明
治
三
九
年
京
都
法
政
大
学
（
現
立
命
館
大
学
）
法
律
科
卒
業
、
明

治
四
〇
年
日
本
大
学
高
等
専
攻
科
卒
業
、
明
治
四
一
年
明
治
中
央
の
両
大
学
高
等

研
究
科
卒
業
と
い
う
も
の
で
あ
り
、
法
的
知
識
を
求
め
て
の
採
用
で
あ
る
と
考
え

ら
れ
る
。
そ
し
て
、
⑰
の
採
用
当
時
四
四
歳
の
Ｈ
は
、
明
治
二
一
年
か
ら
二
三
年

に
か
け
て
英
吉
利
法
律
学
校
（
現
中
央
大
学
）
に
学
ん
で
い
る
こ
と
か
ら
、
こ
ち

ら
も
⑯
同
様
に
、
法
的
知
識
を
有
す
る
事
務
員
を
求
め
た
と
考
え
る
こ
と
が
で
き

る
。
つ
ま
り
、
岩
田
は
、
事
務
員
に
対
し
て
、
行
政
に
お
け
る
実
務
経
験
あ
る
い

は
法
的
知
識
を
求
め
て
い
た
と
推
測
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

（
八
）
山
崎　

恵
純

　

①
入
会
届
（
明
治
二
六
年
五
月
一
八
日
）：
上
京
区
↓
②
転
居
届
（
明
治
二
九

年
九
月
四
日
）：
上
京
区
内
で
転
居
↓
③
事
務
所
移
転
届
（
明
治
三
三
年
七
月
三

日
）：
下
京
区
の
出
張
所
を
上
京
区
へ
移
転
。↓
④
出
張
所
の
廃
止
と
事
務
員
解
雇

届
（
明
治
三
四
年
一
二
月
一
七
日
）：
紀
伊
郡
伏
見
町
の
出
張
所
を
廃
止
↓
⑤
事

務
員
届
（
明
治
四
〇
年
四
月
四
日
）
履
歴
書
あ
り
↓
⑥
事
務
員
解
雇
届
（
明
治

四
一
年
四
月
五
日
）：
⑤
の
事
務
員
解
雇
。
雇
用
一
年
。↓
⑦
事
務
員
届
（
明
治

四
一
年
四
月
五
日
）
履
歴
書
あ
り
↓
⑧
事
務
員
解
雇
届
（
明
治
四
一
年
五
月
一
六
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日
）：
⑦
の
事
務
員
解
雇
。
雇
用
一
年
。↓
⑨
事
務
所
移
転
届
（
明
治
四
一
年
四
月

二
七
日
）：
上
京
区
内
で
移
転
↓
⑩
事
務
員
届
（
明
治
四
一
年
七
月
二
〇
日
）
履

歴
書
あ
り
↓
⑪
事
務
員
解
雇
届（
明
治
四
二
年
五
月
二
五
日
）：
⑩
の
事
務
員
解
雇
。

雇
用
一
年
。↓
⑫
事
務
所
移
転
届
（
明
治
四
三
年
四
月
二
七
日
）：
上
京
区
内
で
移

転
↓
⑬
事
務
所
移
転
届
（
明
治
四
三
年
一
〇
月
二
七
日
）：
状
況
区
内
で
移
転
↓

⑭
大
会
届
（
明
治
四
四
年
三
月
八
日
）

　

一
八
年
間
活
動
し
て
い
た
山
崎
も
、（
七
）
の
岩
田
同
様
に
、
事
務
所
の
他
、

京
都
市
内
と
紀
伊
郡
伏
見
町
に
出
張
所
を
設
置
し
て
い
た
時
期
が
あ
る
。
ま
た
、

事
務
員
に
関
し
て
は
、
三
名
の
履
歴
書
を
確
認
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
⑤
の
採
用

時
三
八
歳
の
Ｎ
（
富
山
県
）
に
つ
い
て
は
、
学
歴
は
尋
常
高
等
小
学
校
卒
業
お
よ

び
私
立
徳
風
教
校
予
科
三
年
級
修
業
、
職
歴
は
、
明
治
三
四
年
に
京
都
府
監
獄
署

に
職
を
得
て
二
年
後
に
辞
職
す
る
際
に
は
看
守
と
し
て
勤
務
し
て
い
た
、そ
の
後
、

京
都
市
真
宗
信
徒
生
命
保
険
株
式
会
社
々
員
徴
収
課
で
半
年
ほ
ど
勤
務
す
る
も
の

の
、
再
び
京
都
監
獄
看
守
に
戻
り
、
明
治
三
九
年
に
辞
職
、
同
年
か
ら
一
年
後
に

用
済
解
雇
と
な
る
ま
で
京
都
市
上
京
区
役
所
雇
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
以
上
の
経

歴
か
ら
、
Ｎ
に
つ
い
て
は
、
事
務
所
の
あ
る
京
都
に
お
け
る
勤
務
経
験
を
評
価
し

て
の
採
用
だ
と
考
え
ら
れ
る
。
他
方
、
⑦
の
採
用
当
時
二
五
歳
の
Ｋ
は
、
採
用
当

時
京
都
法
政
大
学
の
学
生
で
あ
り
、
か
つ
、
山
崎
に
雇
用
さ
れ
る
直
前
の
一
年
間

は
「
渡
邊
弁
護
士
事
務
員
ト
シ
テ
法
律
事
務
ニ
従
事
ス
」
と
あ
る
こ
と
か
ら
、
法

的
知
識
お
よ
び
弁
護
士
事
務
所
の
勤
務
経
験
を
求
め
て
の
採
用
、
同
様
に
⑩
採
用

当
時
一
九
歳
の
Ｏ
も
、
京
都
法
政
大
学
専
門
部
法
律
科
本
科
三
年
級
に
在
学
中
で

あ
る
こ
と
か
ら
、
法
的
知
識
と
期
待
し
て
の
採
用
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。

（
九
）
高
畠　

源
之
助

　

①
入
会
届
（
明
治
二
六
年
五
月
二
七
日
）：
京
都
市
上
京
区
（
本
籍
も
上
京
区
）

↓
②
転
居
届
（
明
治
三
〇
年
八
月
一
六
日
）：
上
京
区
内
で
の
転
居
↓
③
事
務
所

移
転
届
（
明
治
三
二
年
七
月
一
一
日
）：
下
京
区
に
移
転
↓
④
事
務
所
移
転
届
（
明

治
三
六
年
一
一
月
二
七
日
）：
下
京
区
内
で
移
転
↓
⑤
事
務
所
移
転
届
（
明
治

三
七
年
一
一
月
一
七
日
）：
上
京
区
へ
移
転
↓
⑥
退
会
届
（
明
治
四
四
年
四
月

二
八
日
）

　
（
七
）
の
山
崎
同
様
に
、
弁
護
士
と
し
て
約
一
八
年
間
活
動
し
て
い
た
高
畠
に

つ
い
て
は
、
事
務
所
や
出
張
所
、
そ
し
て
事
務
員
に
関
す
る
届
出
は
あ
ま
り
残
さ

れ
て
い
な
い
。
①
か
ら
⑥
ま
で
の
届
出
か
ら
は
、
事
務
所
の
移
転
は
京
都
市
内
で

行
わ
れ
て
い
た
こ
と
、出
張
所
は
設
置
し
て
い
な
か
っ
た
こ
と
、ま
た
、⑥
で
「
弁

護
士
ノ
職
ヲ
罷
メ
」
と
あ
る
こ
と
か
ら
、
他
府
県
の
弁
護
士
会
へ
登
録
換
え
と
い

う
こ
と
で
は
な
く
、
弁
護
士
を
引
退
し
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
な
お
、
事
務
員

に
関
す
る
資
料
は
な
い
。

（
一
〇
）
須
賀　

忠
貞

　

①
入
会
届
（
明
治
三
四
年
一
月
一
〇
日
）↓
②
事
務
所
届
（
明
治
三
四
年
一
月

一
〇
日
）：
自
宅
兼
事
務
所
は
上
京
区
↓
③
事
務
所
設
置
届
（
明
治
三
二
年
九
月

二
八
日
）：
上
京
区
の
別
の
場
所
に
事
務
所
を
設
置
↓
④
事
務
所
移
転
届
（
明
治

三
三
年
四
月
九
日
）：
上
京
区
内
で
の
移
転
↓
⑤
事
務
所
移
転
届
（
明
治
三
八
年

三
月
九
日
）：
上
京
区
内
で
の
移
転
↓
⑥
弁
護
士
登
録
照
会
：
本
籍
地
、生
年
月
日
、

登
録
番
号
の
問
い
合
わ
せ
に
応
え
た
も
の
↓
⑦
退
会
届
（
明
治
四
四
年
一
〇
月
六

日
）
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入
会
時
の
年
齢
が
五
一
歳
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
弁
護
士
会
退
会
時
は
六
一
歳
で

あ
り
、
こ
の
年
齢
か
ら
み
て
、
お
そ
ら
く
は
弁
護
士
会
退
会
を
も
っ
て
引
退
し
た

も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
須
賀
に
つ
い
て
も
、
活
動
に
関
す
る
届
出
に
特
に
注
目
す

べ
き
点
は
な
い
が
、
事
務
所
移
転
は
京
都
市
内
、
そ
れ
も
上
京
区
内
で
行
わ
れ
て

い
る
こ
と
か
ら
、
積
極
的
な
事
業
展
開
は
行
わ
れ
な
か
っ
た
様
で
あ
る
。

（
一
一
）
須
古　

織
之
助

　

①
入
会
届
（
明
治
三
二
年
一
月
二
〇
日
）：
住
所
は
上
京
区
↓
②
出
張
事
務
所

設
置
届
（
明
治
三
二
年
六
月
二
三
日
）：
住
所
と
は
別
の
上
京
区
に
一
カ
所
、
下

京
区
に
二
カ
所
の
出
張
所
を
設
置
、
そ
れ
ぞ
れ
に
事
務
員
を
雇
用
。「
右
之
者
事

務
所
世
知
致
シ
候
間
」
と
記
載
。↓
③
事
務
員
届
（
明
治
三
三
年
九
月
二
〇
日
）：

②
の
三
名
と
は
別
の
事
務
員
。
履
歴
書
あ
り
↓
④
事
務
所
移
転
届
（
明
治
三
四
年

五
月
一
〇
日
）：
上
京
区
内
で
移
転
↓
⑤
事
務
員
届
（
明
治
四
一
年
三
月
九
日
）

履
歴
書
あ
り
↓
⑥
事
務
員
解
雇
届
（
明
治
四
一
年
一
二
月
一
九
日
）：
⑤
の
事
務

員
を
解
雇
。
雇
用
期
間
約
九
ヶ
月
。↓
⑦
事
務
員
届（
明
治
四
三
年
一
月
一
五
日
）

↓
⑧
通
知
書
（
明
治
四
三
年
三
月
一
日
）：
⑦
で
雇
用
し
た
事
務
員
が
執
行
猶
予

中
で
あ
る
こ
と
を
理
由
に
事
務
員
と
し
て
不
適
切
で
あ
る
こ
と
を
通
知
↓
⑨
事
務

員
解
雇
届
（
明
治
四
二
年
三
月
二
日
）：
⑦
の
事
務
員
を
解
雇
↓
⑩
事
務
員
届
（
明

治
四
四
年
三
月
三
日
）
履
歴
書
あ
り
↓
⑪
事
務
所
移
転
届
（
明
治
四
三
年
九
月
五

日
）：
上
京
区
内
で
移
転
↓
⑫
事
務
員
解
傭
届
（
明
治
四
三
年
一
二
月
八
日
）：
⑩

の
事
務
員
を
解
雇
。
雇
用
期
間
約
九
ヶ
月
↓
⑬
事
務
員
届
（
明
治
四
三
年
一
二
月

八
日
）：
履
歴
書
あ
り
↓
⑭
死
亡
届
（
明
治
四
四
年
一
一
月
二
二
日
）

　

須
古
は
、
住
所
と
は
別
の
上
京
区
に
一
カ
所
、
下
京
区
に
二
カ
所
の
出
張
所
を

設
置
、
そ
れ
ぞ
れ
に
事
務
員
を
雇
用
し
て
お
り
（
②
）、
前
の
高
畠
、
須
賀
と
は

異
な
り
、
事
業
展
開
に
積
極
的
で
あ
っ
た
こ
と
が
判
明
す
る
。
こ
の
時
点
で
は
事

務
員
の
履
歴
書
の
提
出
は
求
め
ら
れ
て
い
な
か
っ
た
た
め
、
そ
の
経
歴
は
不
明
で

は
あ
る
が
、
②
に
あ
る
「
右
之
者
事
務
所
世
知
致
シ
候
間
」
の
文
言
か
ら
は
、
訴

訟
仲
介
人
の
可
能
性
は
考
え
ら
れ
る
。
こ
の
他
、
事
務
員
に
つ
い
て
は
、
③
⑤
⑦

⑩
⑬
の
五
人
の
履
歴
書
が
提
出
さ
れ
て
い
る
。
小
学
校
修
業
の
時
期
か
ら
推
測
し

て
採
用
時
二
三
歳
前
後
の
③
の
Ｔ
は
、
小
学
校
卒
業
後
、
平
安
義
学
、
京
都
英
学

校
等
で
修
学
と
い
う
学
歴
を
有
し
、
明
治
二
五
年
に
京
都
郵
便
電
信
局
の
採
用
試

験
に
合
格
し
て
勤
務
し
始
め
る
も
病
気
の
た
め
辞
職
、
そ
の
後
、
故
一
品
伏
見
宮

邦
家
親
王
殿
下
第
三
王
女
殿
西
國
御
巡
回
随
行
書
記
、
石
川
県
下
金
沢
市
開
設
の

関
西
連
合
府
県
共
進
会
事
務
、大
阪
区
裁
判
所
及
大
阪
地
方
裁
判
所
（
三
年
間
）、

そ
し
て
須
古
に
雇
用
さ
れ
る
ま
で
京
都
帝
国
医
科
大
学
附
属
医
院
に
勤
務
と
い
う

経
歴
を
有
す
る
。
こ
の
経
歴
か
ら
考
え
て
、
Ｔ
に
対
し
て
は
、
事
務
と
し
て
の
実

務
経
験
と
京
都
に
お
け
る
地
縁
な
ど
が
期
待
さ
れ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
⑤
の

Ｎ
は
採
用
当
時
三
五
歳
。
明
治
二
六
年
に
裁
判
所
書
記
試
験
に
合
格
し
、
同
年
九

月
か
ら
明
治
三
三
年
三
月
ま
で
大
津
地
方
裁
判
所
管
内
お
よ
び
大
阪
地
方
裁
判
所

に
裁
判
所
書
記
と
し
て
勤
務
す
る
と
と
も
に
、明
治
三
四
年
に
関
西
法
律
学
校（
現

関
西
大
学
）
を
卒
業
し
て
い
る
こ
と
か
ら
、
法
的
知
識
と
裁
判
所
勤
務
経
験
が
評

価
さ
れ
た
雇
用
で
あ
ろ
う
。
但
し
、
Ｎ
は
病
気
を
理
由
と
し
て
約
九
か
月
後
に
解

雇
さ
れ
て
い
る
。
⑦
の
採
用
時
二
四
歳
の
Ｈ
に
つ
い
て
は
履
歴
書
の
添
付
が
な
さ

れ
て
い
な
い
た
め
、
経
歴
な
ど
が
明
ら
か
で
は
な
い
が
、
⑦
の
届
出
が
な
さ
れ
た

翌
月
の
常
議
員
会
に
お
い
て
、「
刑
ノ
執
行
猶
予
中
ニ
属
シ
会
則
第
六
十
二
号
第

一
項
ニ
該
当
ス
ル
モ
ノ
ト
認
ム
ル
ヲ
以
テ
其
辞
傭
ヲ
雇
主
ニ
通
知
ス
ヘ
キ
事
」
が
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決
議
さ
れ
た
こ
と
か
ら
、
弁
護
士
会
よ
り
雇
用
主
の
須
古
に
対
し
て
解
雇
要
請
が

行
わ
れ
（
⑧
）、
直
ち
に
解
雇
さ
れ
て
い
る
（
⑨
）。
こ
の
こ
と
か
ら
は
、
弁
護
士

会
に
対
す
る
事
務
員
届
が
、
形
式
的
な
も
の
で
は
な
く
、
そ
れ
ぞ
れ
に
対
し
て
確

認
が
行
わ
れ
て
い
た
こ
と
が
判
明
す
る
。
⑩
の
採
用
当
時
二
〇
歳
の
Ｙ
は
、
濟
々

黌
（
熊
本
）
中
退
後
、
東
京
神
田
外
国
語
学
校
専
修
科
お
よ
び
東
京
神
田
国
民
英

学
舎
受
験
科
で
学
ん
だ
（
両
校
と
も
中
退
）
と
い
う
学
歴
を
有
す
る
。
職
歴
は
、

須
古
事
務
所
事
務
員
の
他
に
は
な
い
こ
と
か
ら
、
実
務
経
験
な
ど
が
求
め
ら
れ
た

も
の
と
は
考
え
ら
れ
な
い
。
ま
た
、
Ｙ
は
九
か
月
後
に
解
雇
さ
れ
て
い
る
が
、
そ

の
理
由
は
明
ら
か
に
な
っ
て
い
な
い
。
⑬
の
Ｈ
は
採
用
時
四
〇
歳
。
三
井
物
産
会

社
書
記
、陸
軍
省
臨
時
台
湾
燈
標
建
設
郡
書
記
、鋼
業
火
災
保
険
株
式
会
社
書
記
、

愛
国
婦
人
会
京
都
支
部
事
務
員
、
京
都
地
方
裁
判
所
々
属
公
証
人
役
場
書
記
、
そ

し
て
京
都
地
方
裁
判
所
々
属
弁
護
士
八
田
一
精
事
務
員
（
明
治
三
四
年
六
月
か
ら

三
六
年
四
月
、
三
八
年
八
月
か
ら
一
一
月
）、
同
弁
護
士
鬼
頭
玉
汝
事
務
員
（
明

治
三
六
年
五
月
か
ら
三
七
年
四
月
）、
奈
良
地
方
裁
判
所
々
属
弁
護
士
丸
尾
昌
雄

事
務
員
（
明
治
三
九
年
一
〇
月
か
ら
四
〇
年
五
月
迄
）
と
い
う
経
歴
か
ら
は
、
弁

護
士
事
務
所
事
務
員
と
し
て
の
即
戦
力
が
期
待
さ
れ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
、か
つ
、

訴
訟
仲
介
人
の
可
能
性
も
考
え
ら
れ
る
。

三
―

二
、
所
属
期
間
約
五
年
以
上
約
一
〇
年
未
満
の
弁
護
士

（
一
）
八
田　

一
精

　

①
入
会
届
（
明
治
三
二
年
一
二
月
六
日
）：
上
京
区
↓
②
事
務
所
移
転
届
（
明

治
三
五
年
四
月
二
六
日
）：
上
京
区
内
で
移
転
↓
③
事
務
所
移
転
届
（
明
治
三
七

年
三
月
二
七
日
）：
上
京
区
内
で
移
転
↓
④
事
務
所
移
転
届
（
明
治
三
七
年
八
月

二
九
日
）：
上
京
区
内
で
移
転
↓
⑤
出
張
所
設
置
届
（
明
治
三
八
年
一
〇
月
三
日
）

紀
伊
郡
伏
見
町
に
出
張
事
務
所
設
置
↓
⑥
転
居
御
届
（
明
治
三
三
年
四
月
二
四

日
）：
上
京
区
内
で
転
居
↓
⑦
事
務
員
届
（
明
治
四
〇
年
四
月
四
日
）
履
歴
書
あ

り
↓
⑧
事
務
員
届
（
明
治
四
一
年
二
月
二
八
日
）
履
歴
書
あ
り
↓
⑨
事
務
所
開
設

届
（
明
治
四
一
年
三
月
四
日
）：
加
茂
郡
に
事
務
所
を
設
置
し
、
⑧
で
雇
用
し
た

事
務
員
に
事
務
を
取
り
扱
わ
せ
る
届
出
↓
⑩
退
会
届
（
明
治
四
一
年
一
一
月
二
四

日
）：
東
京
市
へ
移
転
。

　

八
田
は
上
京
区
の
他
、
紀
伊
郡
お
よ
び
加
茂
郡
に
出
張
事
務
所
お
よ
び
事
務
所

を
設
置
し
て
事
業
を
行
っ
た
。
事
務
員
に
関
し
て
は
二
名
の
資
料
が
残
さ
れ
て
い

る
が
、
⑦
の
採
用
当
時
二
五
歳
Ｋ
は
明
治
三
二
年
に
京
都
地
方
裁
判
所
雇
に
採
用

さ
れ
て
伏
見
区
裁
判
所
に
一
年
ほ
ど
勤
務
し
た
他
、
明
治
三
九
年
に
は
半
年
ほ
ど

伏
見
税
務
署
の
嘱
託
で
あ
っ
た
こ
と
か
ら
、
八
田
が
⑤
で
出
張
所
を
設
置
し
た
紀

伊
郡
伏
見
町
に
地
縁
が
あ
る
こ
と
、
そ
し
て
裁
判
所
な
ど
の
実
務
経
験
を
評
価
し

て
の
採
用
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
ま
た
、
⑧
の
採
用
当
時
五
三
歳
の
Ｓ
は
、
明

治
一
九
年
に
京
都
府
収
税
属
叙
判
任
官
に
採
用
さ
れ
て
以
後
明
治
二
九
年
ま
で
の

勤
務
歴
が
あ
る
こ
と
、そ
の
後
も
明
治
三
三
年
か
ら
四
〇
年
ま
で
執
達
吏
で
あ
り
、

収
税
関
係
の
実
務
経
験
が
買
わ
れ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。

（
二
）
高
木　

藏
吉

　

①
入
会
届
（
明
治
三
四
年
三
月
二
四
日
）↓
②
事
務
所
届
（
明
治
三
七
年
九
月

二
〇
日
）：
上
京
区
↓
③
事
務
所
移
転
届
（
明
治
四
〇
年
一
二
月
五
日
）：
市
内
で

移
転
↓
④
事
務
員
届
（
明
治
四
一
年
八
月
二
七
日
）
履
歴
書
あ
り
↓
⑤
事
務
員
届

（
明
治
四
一
年
一
二
月
一
■
日
）
履
歴
書
あ
り
↓
⑥
事
務
員
届
解
雇
届
（
明
治
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四
二
年
三
月
二
七
日
）：
⑤
の
事
務
員
解
雇
。雇
用
期
間
数
ヶ
月
↓
⑦
事
務
員
届（
明

治
四
二
年
三
月
二
〇
日
）
履
歴
書
あ
り
↓
⑧
事
務
所
移
転
届
（
明
治
四
二
年
六
月

一
二
日
）：
上
京
区
に
移
転
↓
⑨
事
務
所
設
置
届（
明
治
四
二
年
一
一
月
二
五
日
）

加
佐
郡
に
出
張
事
務
所
設
置
↓
⑩
弁
護
士
名
簿
登
録
換
御
届
（
明
治
四
二
年
一
一

月
二
五
日
）：「
大
坂
地
方
裁
判
所
」↓
⑩
に
関
す
る
京
都
弁
護
士
会
会
長
尾
崎
保

↓
高
木
藏
吉
宛
回
答
（
明
治
四
二
年
一
二
月
一
一
日
）↓
⑪
出
張
事
務
所
仮
設
置

届
（
明
治
四
三
年
三
月
三
一
日
）：
⑨
の
加
佐
郡
の
事
務
所
を
京
都
地
裁
へ
届
出

↓
⑫
出
張
事
務
所
設
置
届
（
明
治
四
三
年
四
月
一
五
日
）：
天
田
郡
へ
出
張
事
務

所
設
置
↓
⑬
出
張
事
務
所
廃
止
届
（
明
治
四
三
年
五
月
二
〇
日
）：
⑨
⑪
の
加
佐

郡
の
出
張
事
務
所
廃
止
↓
⑭
出
張
事
務
所
廃
止
届
（
明
治
四
三
年
六
月
一
三
日
）：

⑫
の
天
田
郡
の
出
張
事
務
所
廃
止

　

高
木
は
、
明
治
四
二
年
に
所
属
弁
護
士
会
を
京
都
弁
護
士
会
か
ら
大
阪
弁
護
士

会
に
変
更
し
て
い
る
（
⑧
）
が
、
そ
の
後
も
京
都
府
内
に
設
置
し
て
い
る
出
張
事

務
所
に
関
し
て
は
京
都
弁
護
士
会
に
届
出
を
行
っ
て
い
る
。
高
木
は
後
に
東
京
に

移
動
す
る
こ
と
で
京
都
弁
護
士
会
と
の
縁
が
無
く
な
る
。
高
木
が
雇
用
し
た
事
務

員
に
つ
い
て
は
四
名
の
資
料
が
残
さ
れ
て
い
る
が
、
④
⑤
の
三
名
の
雇
用
期
間
は

短
期
間
で
あ
っ
た
。
④
の
採
用
当
時
一
九
歳
の
Ｔ
は
明
治
四
〇
年
に
九
月
に
東
京

法
政
大
学
に
入
学
し
て
い
る
も
の
の
、
同
年
一
二
月
に
は
退
学
し
、
翌
四
一
年
に

は
病
院
事
務
に
従
事
し
な
が
ら
、
自
宅
で
法
律
を
独
学
し
続
け
、
同
年
六
月
に
高

木
に
雇
用
さ
れ
て
い
る
。
⑤
で
は
、
二
名
の
履
歴
書
が
添
付
さ
れ
て
お
り
、
採
用

当
時
一
七
歳
の
Ｙ
は
尋
常
小
学
校
卒
業
後
、
明
治
三
八
年
に
篠
山
私
立
中
学
校
鳳

鳴
義
塾
に
入
学
し
明
治
四
〇
年
に
退
学
、
職
歴
は
な
い
。
ま
た
、
二
三
歳
で
採
用

さ
れ
た
Ｍ
は
、
尋
常
小
学
校
卒
業
後
、
私
立
養
忠
学
校
で
二
年
修
学
し
た
学
歴
で

職
歴
は
な
い
。
以
上
の
三
人
に
関
し
て
は
、
④
の
Ｔ
に
つ
い
て
は
法
律
に
対
す
る

関
心
は
有
し
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
が
、
⑤
の
Ｙ
と
Ｍ
は
職
歴
も
な
く
ま
た
学
歴

か
ら
み
て
も
雑
用
事
務
の
た
め
に
雇
用
さ
れ
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
他
方
、
⑦

の
採
用
当
時
二
五
歳
の
Ｍ
は
、
京
都
法
政
大
学
在
学
中
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
こ
ち

ら
は
法
律
知
識
な
ど
を
期
待
し
て
の
雇
用
だ
と
考
え
ら
れ
る
。

（
三
）
奥
西　

市
太
郎

　

①
入
会
届
（
明
治
三
七
年
四
月
一
一
日
）
奥
西
自
身
の
履
歴
書
あ
り
：
下
京
区

↓
②
事
務
員
届
（
明
治
三
八
年
五
月
一
六
日
）
履
歴
書
あ
り
↓
③
事
務
所
移
転
届

（
明
治
三
九
年
七
月
四
日
）：
下
京
区
内
で
移
転
↓
④
事
務
員
届
（
明
治
四
〇
年
七

月
二
九
日
）
履
歴
書
あ
り
↓
⑤
事
務
員
解
雇
届
（
明
治
四
一
年
六
月
二
七
日
）：

②
④
以
外
の
事
務
員
↓
⑥
事
務
員
届
（
明
治
四
一
年
六
月
二
五
日
）
履
歴
書
あ
り

↓
⑦
事
務
員
届
（
明
治
四
一
年
一
二
月
一
■
日
）
履
歴
書
あ
り
↓
⑧
事
務
員
解
雇

届
（
明
治
四
二
年
一
月
一
三
日
）：
⑦
の
事
務
員
解
雇
。
雇
用
期
間
数
ヶ
月
↓
⑨

事
務
員
届
（
明
治
四
二
年
四
月
二
四
日
）
履
歴
書
あ
り
↓
⑩
退
会
届
（
明
治
四
二

年
一
〇
月
八
日
）

　

弁
護
士
会
入
会
届
に
添
付
さ
れ
た
履
歴
書
に
よ
れ
ば
、
明
治
四
年
京
都
府
綴
喜

郡
生
ま
れ
の
奥
西
は
、
東
京
法
学
院
お
よ
び
日
本
法
律
学
校
、
そ
し
て
明
治
法
律

学
校
を
経
て
明
治
三
五
年
に
司
法
官
試
補
を
命
じ
ら
れ
、
高
知
区
裁
判
所
検
事
代

理
お
よ
び
須
崎
区
裁
判
所
検
事
代
理
を
経
て
明
治
三
七
年
に
依
願
免
司
法
官
試

補
、
同
年
四
月
に
京
都
地
方
裁
判
所
弁
護
士
名
簿
登
録
を
行
っ
て
い
る
。
ま
た
、

事
務
所
は
下
京
区
内
の
移
転
に
留
ま
っ
て
い
る
。
事
務
員
に
つ
い
て
は
②
④
⑥
⑨

の
四
名
の
履
歴
書
が
提
出
さ
れ
て
い
る
が
、
②
採
用
時
一
八
歳
の
Ｉ
は
、
学
歴
は
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不
明
だ
が
明
治
三
六
年
に
京
都
地
方
裁
判
所
雇
と
な
り
伏
見
区
裁
判
所
詰
と
し
て

一
年
間
程
度
勤
務
経
験
が
あ
る
。
④
採
用
時
二
五
歳
の
Ｋ
は
、
明
治
三
九
年
に
京

都
法
政
大
学
を
卒
業
し
て
お
り
、
職
歴
と
し
て
は
大
学
入
学
前
の
明
治
二
八
年
か

ら
三
〇
年
ま
で
青
年
夜
学
会
の
教
師
、
明
治
三
六
年
に
は
京
都
弁
護
士
会
所
属
弁

護
士
三
浦
峯
高
法
律
事
務
所
で
勤
務
、
そ
の
他
、
明
治
三
九
年
か
ら
四
〇
年
ま
で

京
都
倉
庫
精
算
事
務
を
行
っ
て
い
る
。
⑥
採
用
時
一
八
歳
の
Ｆ
は
、
中
学
三
学
年

終
了
後
、
文
字
不
鮮
明
に
よ
り
氏
名
は
特
定
で
き
な
い
が
、
明
治
四
〇
年
か
ら
一

年
程
の
期
間
を
法
律
事
務
所
事
務
員
と
し
て
勤
務
し
て
い
る
。
ま
た
、
学
歴
と
し

て
は
明
治
四
〇
年
に
京
都
法
政
大
学
を
自
主
退
学
し
て
い
る
。
そ
し
て
、
⑦
採
用

時
二
五
歳
の
Ｓ
も
京
都
法
政
大
学
法
律
学
科
在
学
中
で
勤
務
経
験
な
し
、
⑨
採
用

時
三
一
歳
の
Ｉ
は
、
明
治
三
四
年
に
中
央
大
学
卒
業
、
三
四
年
か
ら
三
六
年
ま
で

明
治
大
学
高
等
専
攻
科
で
修
学
と
い
う
経
歴
を
有
し
て
い
る
。
以
上
、
④
⑥
⑦
⑨

は
、
大
学
あ
る
い
は
実
務
経
験
を
通
じ
て
あ
る
程
度
の
法
律
を
身
に
付
け
て
い
る

者
と
推
定
す
る
こ
と
が
で
き
、
事
務
員
採
用
に
関
し
て
、
奥
西
は
、
法
律
知
識
を

重
視
し
て
採
用
し
た
こ
と
が
う
か
が
わ
れ
る
。

（
四
）
田
原　

七
三
郎

　

①
入
会
届
（
明
治
三
六
年
一
月
五
日
）↓
②
事
務
所
届
（
明
治
三
九
年
五
月

二
三
日
）：
下
京
区
↓
③
事
務
所
移
転
届
（
明
治
三
九
年
八
月
二
七
日
）：
上
京
区

へ
↓
④
事
務
員
雇
入
お
よ
び
解
雇
届
（
明
治
四
一
年
一
月
二
三
日
）
履
歴
書
あ
り

↓
⑤
弁
護
士
会
常
議
会
員
辞
任
届
（
明
治
四
二
年
八
月
二
七
日
）
↓
⑥
事
務
所
移

転
届
（
明
治
四
三
年
一
月
二
六
日
）：
上
京
区
内
の
移
転
↓
⑦
退
会
届
（
明
治

四
三
年
三
月
三
〇
日
）

　

七
年
間
の
弁
護
士
活
動
に
お
い
て
事
務
所
は
下
京
区
か
ら
上
京
区
、
そ
し
て
同

区
内
に
お
け
る
移
転
を
行
う
程
度
で
あ
り
、
積
極
的
に
事
業
展
開
し
た
様
子
は
な

い
。
事
務
員
に
つ
い
て
は
④
の
一
名
の
み
履
歴
が
明
ら
か
に
な
っ
て
い
る
が
、
採

用
時
一
六
歳
の
Ｏ
に
つ
い
て
は
、
明
治
四
〇
年
京
都
府
立
師
範
学
校
附
属
小
学
校

高
等
科
卒
業
と
い
う
学
歴
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
事
務
員
に
対
し
て
法
律
の
知
識
は

求
め
て
い
な
か
っ
た
様
で
あ
る
。

（
五
）
伊
藤　

喜
八

　

①
入
会
届
（
明
治
三
六
年
五
月
二
一
日
）↓
②
事
務
所
お
よ
び
事
務
員
届
（
明

治
三
八
年
一
月
一
〇
日
）
履
歴
書
あ
り
。
事
務
所
は
與
謝
郡
↓
③
出
張
所
設
置
届

（
明
治
三
八
年
六
月
二
三
日
）：
丹
波
国
加
佐
郡
↓
④
出
張
事
務
所
廃
止
届
（
明
治

三
八
年
七
月
四
日
）：
③
の
出
張
所
廃
止
↓
⑤
出
張
事
務
所
設
置
届
（
明
治
四
〇

年
四
月
二
六
日
）：「
峰
山
区
裁
判
所
管
内
京
都
府
中
郡
峰
山
町
」
に
出
張
事
務
所

↓
⑥
事
務
員
届
（
明
治
四
〇
年
四
月
二
六
日
）
履
歴
書
あ
り
↓
⑦
事
務
員
届
（
明

治
四
〇
年
一
二
月
二
日
）
履
歴
書
あ
り
↓
⑧
事
務
員
届
（
明
治
四
〇
年
一
二
月
五

日
）履
歴
書
あ
り
↓
⑨
事
務
員
解
雇
届（
明
治
四
一
年
四
月
）：
⑧
の
事
務
員
解
雇
。

↓
⑩
出
張
所
廃
止
お
よ
び
事
務
員
解
雇
届
（
明
治
四
一
年
一
二
月
二
七
日
）：
⑤

の
出
張
所
廃
止
＋
⑥
の
事
務
員
解
雇
。↓
⑪
出
張
事
務
所
廃
止
届
（
明
治
四
二
年

七
月
九
日
）：
③
の
出
張
所
廃
止
↓
⑫
大
阪
の
事
務
所
廃
止
＋
石
見
国
事
務
所
設

置
届
（
明
治
四
二
年
七
月
一
五
日
）：「
大
坂
市
東
区
島
町
一
丁
目
二
番
地
ニ
設
置

ノ
事
務
所
ヲ
廃
止
シ
岩
見
国
那
賀
郡
濱
田
町
字
飯
田
町
ニ
出
張
事
務
所
設
置
」↓

⑬
石
見
国
出
張
所
新
設
届
（
明
治
四
二
年
一
二
月
一
日
）：「
島
根
県
岩
見
国
美
濃

郡
益
田
町
」↓
⑭
弁
護
士
会
退
会
届
（
明
治
四
二
年
五
月
三
〇
日
）：
松
江
地
方
裁
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判
所
に
登
録
換

　

松
江
地
方
裁
判
所
に
登
録
換
を
行
い
京
都
弁
護
士
会
に
退
会
届
を
出
す
ま
で
の

六
年
間
の
前
半
期
間
に
つ
い
て
は
、
伊
藤
は
、
与
謝
郡
・
加
佐
郡
・
中
郡
な
ど
の

区
裁
判
所
管
内
、
そ
し
て
大
阪
市
内
に
も
出
張
所
を
設
置
す
る
な
ど
積
極
的
な
事

業
展
開
を
行
っ
て
い
た
が
、
後
半
に
な
る
と
出
張
所
を
廃
止
し
、
岩
見
国
（
現
島

根
県
）
の
中
心
地
で
あ
っ
た
那
賀
郡
に
出
張
所
を
移
転
、
あ
る
い
は
出
張
所
を
新

設
し
、
島
根
県
に
拠
点
を
移
す
準
備
を
行
っ
て
い
る
。
京
都
か
ら
島
根
に
活
動
拠

点
を
移
す
決
断
が
数
年
内
に
行
わ
れ
た
こ
と
も
あ
り
、
事
務
員
は
出
張
所
廃
止
の

際
に
解
雇
さ
れ
て
い
る
が
、
履
歴
書
に
よ
れ
ば
②
の
中
学
校
卒
業
の
時
期
か
ら
推

測
し
て
採
用
当
時
三
二
歳
前
後
の
Ｓ
は
、
中
学
校
卒
業
後
、
明
治
二
六
年
か
ら

二
九
年
ま
で
京
都
弁
護
士
会
所
属
弁
護
士
で
あ
る
神
戸
義
福
お
よ
び
岩
田
信
事
務

所
事
務
員
と
し
て
の
勤
務
歴
が
あ
る
。
両
弁
護
士
事
務
所
で
勤
務
し
た
後
、
伊
藤

の
事
務
員
と
し
て
採
用
さ
れ
る
ま
で
に
約
九
年
の
空
白
が
あ
る
も
の
の
、
実
務
経

験
が
期
待
さ
れ
て
の
雇
用
と
考
え
ら
れ
る
。
⑥
の
採
用
時
三
九
歳
の
Ｉ
は
明
治

一
四
年
に
豊
岡
町
立
学
校
の
上
等
級
全
科
を
卒
業
し
た
後
、
同
町
の
私
立
宝
林
義

塾
で
漢
書
修
業
を
行
い
一
七
年
に
退
塾
し
た
と
い
う
学
歴
を
有
し
、
職
歴
と
し
て

は
尋
常
・
高
等
小
学
校
教
師
、
豊
岡
町
役
場
書
記
を
経
て
、
明
治
二
二
年
か
ら
「
法

律
実
修
ノ
為
メ
神
戸
地
方
裁
判
所
々
属
（
当
時
大
阪
地
方
裁
判
所
々
属
）
弁
護
士

善
積
順
藏
氏
事
務
員
」
と
し
て
約
三
年
間
勤
務
し
た
後
、
豊
岡
区
裁
判
所
管
内
公

証
人
役
場
事
務
員
、
網
野
町
役
場
吏
員
、
そ
し
て
明
治
三
六
年
に
福
井
地
方
裁
判

所
々
属
弁
護
士
倉
賀
野
長
次
郎
氏
出
張
事
務
所
開
設
に
と
も
な
っ
て
事
務
員
と
な

り
三
八
年
に
閉
鎖
さ
れ
る
ま
で
勤
務
し
て
い
る
。
出
張
所
の
事
務
員
を
任
さ
れ
て

い
る
こ
と
な
ど
か
ら
、
Ｉ
に
つ
い
て
は
弁
護
士
業
務
に
つ
い
て
熟
知
し
て
い
る
こ

と
が
雇
用
理
由
と
な
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
⑦
の
Ｈ
は
採
用
時
五
一
歳
で
あ
り
、

学
業
に
関
し
て
は
明
治
三
四
年
に
明
治
法
律
学
校
々
外
生
と
し
て
法
律
学
を
学
ん

で
い
た
こ
と
が
記
さ
れ
て
い
る
。
そ
し
て
採
用
時
三
六
歳
の
⑧
の
Ｎ
は
、
明
治

三
四
年
か
ら
二
年
間
の
京
都
府
巡
査
、
明
治
三
七
年
か
ら
約
一
年
間
を
与
謝
郡
下

の
桑
飼
村
山
田
村
税
務
係
と
し
て
滞
納
処
分
係
を
担
当
し
た
と
い
う
経
歴
を
有
し

て
い
る
。
弁
護
士
事
務
員
と
し
て
の
経
歴
を
有
す
る
②
と
⑥
、
校
外
生
と
は
い
え

法
学
教
育
を
受
け
て
い
る
⑦
、
そ
し
て
巡
査
や
税
務
係
と
い
っ
た
地
域
社
会
に
関

係
を
有
す
る
職
歴
を
有
す
る
⑧
を
事
務
員
と
し
て
雇
用
し
て
い
る
点
か
ら
、
伊
藤

は
、
特
に
出
張
所
事
務
員
に
つ
い
て
は
、
事
務
所
を
任
せ
る
こ
と
が
で
き
る
ベ
テ

ラ
ン
な
い
し
は
当
該
地
域
を
あ
る
程
度
熟
知
し
て
い
る
こ
と
を
求
め
て
い
た
こ
と

が
う
か
が
わ
れ
る
。

三
―

三
、
所
属
期
間
約
五
年
未
満
の
弁
護
士

（
一
）
岩
村　

茂

　

①
入
会
届
（
明
治
三
六
年
八
月
一
八
日
？
）：
上
京
区
↓
②
入
会
届
（
明
治

三
六
年
九
月
五
日
）↓
③
退
会
届
（
明
治
三
七
年
四
月
二
八
日
）：
第
四
師
団
法
官

部
長
招
集
の
為
↓
④
弁
護
士
会
入
会
届（
明
治
三
九
年
一
月
一
八
日
）：
復
員
の
為
。

本
人
の
履
歴
書
あ
り
↓
⑤
事
務
員
届
（
明
治
三
九
年
一
月
二
三
日
）
履
歴
書
あ
り

↓
⑥
弁
護
士
会
名
簿
登
録
届
：
弁
護
士
名
簿
登
録
の
確
認
か
？
（
明
治
三
九
年
一

月
二
七
日
）↓
⑦
本
籍
移
転
届
（
明
治
三
九
年
一
月
二
七
日
）：
本
籍
を
①
の
住
所

に
合
わ
せ
た
。

　

文
久
二
年
正
月
朔
日
生
の
岩
村
が
弁
護
士
登
録
を
行
っ
た
の
は
四
四
歳
で
あ
り

比
較
的
遅
い
。
そ
の
理
由
は
、
明
治
一
三
年
に
三
重
県
立
医
科
大
学
を
卒
業
し
た
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後
、
県
費
で
東
京
大
学
医
学
部
へ
入
学
、
明
治
二
三
年
に
帝
国
大
学
法
科
大
学
卒

業
し
、
陸
軍
省
に
お
い
て
軍
律
調
査
の
た
め
に
渡
欧
す
る
な
ど
の
活
動
を
経
て
、

京
都
商
業
会
議
所
書
記
長
な
ど
を
歴
任
し
た
後
に
弁
護
士
登
録
し
た
と
い
う
異
色

の
経
歴
を
有
す
る
こ
と
に
よ
る
。
帝
国
大
学
法
学
部
を
卒
業
に
よ
る
弁
護
士
資
格

取
得
者
で
あ
り
、
そ
の
後
も
③
で
第
四
師
団
法
官
部
長
に
召
集
さ
れ
て
退
会
届
を

提
出
し
て
い
る
様
に
、
弁
護
士
と
し
て
の
活
動
に
集
中
す
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ

た
事
情
が
存
在
し
て
い
る
。
没
年
齢
が
不
詳
で
あ
り
、
ま
た
最
終
的
に
弁
護
士
会

を
何
年
に
退
会
し
た
の
か
も
明
ら
か
で
は
な
い
が
、
④
の
再
び
弁
護
士
会
に
入
会

届
を
提
出
し
た
時
点
で
既
に
五
〇
歳
近
い
年
齢
で
あ
っ
た
こ
と
か
ら
推
測
す
る

と
、
④
か
ら
数
年
内
に
活
動
を
終
了
し
て
い
た
の
で
は
な
い
か
と
考
え
ら
れ
る
。

こ
の
よ
う
に
短
期
間
の
活
動
で
あ
る
た
め
、
出
張
所
を
設
置
す
る
な
ど
の
積
極
的

な
活
動
を
行
っ
た
様
子
は
な
い
。

　

岩
村
が
事
務
員
と
し
て
採
用
し
た
Ｍ
は
、
奈
良
県
出
身
者
で
採
用
当
時
二
一
歳

の
京
都
法
政
大
学
（
現
立
命
館
大
学
）
在
学
中
で
あ
っ
た
。
こ
の
こ
と
か
ら
岩
村

は
、事
務
員
に
対
し
、あ
る
程
度
の
法
的
知
識
を
求
め
た
こ
と
が
う
か
が
わ
れ
る
。

（
二
）
古
川　

喜
太
郎

　

①
入
会
届
（
明
治
三
八
年
一
月
一
五
日
）＋
事
務
所
届
：
天
田
郡
↓
②
事
務
員

雇
傭
お
よ
び
解
傭
届
（
明
治
四
〇
年
三
月
一
六
日
）
履
歴
書
あ
り
↓
③
事
務
所
移

転
届
（
明
治
四
〇
年
一
〇
月
八
日
）：
天
田
郡
内
の
移
転
↓
④
弁
護
士
会
脱
退
届

（
明
治
四
一
年
七
月
九
日
）

　

入
会
か
ら
退
会
ま
で
が
三
年
程
度
で
あ
る
た
め
、
活
動
内
容
が
ど
の
よ
う
な
も

の
で
あ
っ
た
の
か
は
明
ら
か
で
は
な
い
。
古
川
が
採
用
し
た
事
務
員
Ｓ
は
、
採
用

当
時
一
五
歳
で
あ
り
、
学
歴
も
高
等
小
学
校
卒
業
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
訴
訟
事
件

仲
介
や
法
的
知
識
を
求
め
た
の
で
は
な
く
、
事
務
一
般
を
行
う
こ
と
が
求
め
ら
れ

た
も
の
と
推
測
で
き
る
。

（
三
）
團
野　

辰
次
郎

　

①
入
会
届
（
明
治
四
〇
年
二
月
二
八
日
）：
京
都
市
↓
②
退
会
届
（
明
治
四
一

年
一
二
月
二
三
日
）

　

京
都
弁
護
士
会
入
会
後
、
二
年
弱
で
「
長
崎
地
方
裁
判
所
ニ
登
録
換
致
シ
候
ニ

付
キ
」の
理
由
で
退
会
届
を
出
し
て
い
る
。
京
都
府
出
身
者
で
あ
り
、長
崎
に
引
っ

越
し
た
理
由
と
し
て
推
測
で
き
る
事
柄
は
な
い
。

（
四
）
池
田　

大
助

　

①
加
入
届
（
明
治
四
〇
年
五
月
一
六
日
）：
上
京
区
↓
②
脱
会
届
（
明
治
四
一

年
七
月
一
一
日
）

　

入
会
の
一
年
度
に
は
脱
会
届
を
出
し
て
い
る
た
め
、
そ
の
活
動
は
（
三
）
の
團

野
以
上
に
不
明
で
あ
る
。
静
岡
県
出
身
で
弁
護
士
登
録
時
四
八
歳
で
あ
っ
た
池
田

は
、
京
都
市
上
京
区
に
事
務
所
を
設
置
し
て
い
る
が
、
名
古
屋
市
南
伊
勢
町
に
出

張
事
務
所
を
設
置
し
て
お
り
、
京
都
府
内
に
限
定
さ
れ
な
い
事
業
展
開
を
し
て
い

た
こ
と
が
う
か
が
わ
れ
る
。

（
五
）
橋
角　

弥
市
郎

　

①
入
会
届
（
明
治
四
〇
年
六
月
一
〇
日
）：
与
謝
郡
お
よ
び
加
佐
郡
に
出
張
所

↓
②
事
務
所
移
転
届
（
明
治
四
〇
年
七
月
二
八
日
）：
加
佐
郡
内
で
出
張
所
を
移
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転
↓
③
事
務
所
移
転
届
（
明
治
四
〇
年
一
〇
月
一
四
日
）：
与
謝
郡
内
で
事
務
所

を
移
転
↓
④
事
務
員
届
（
明
治
四
〇
年
一
二
月
一
四
日
）↓
⑤
事
務
員
解
雇
届
（
明

治
四
一
年
四
月
一
日
）：
④
の
事
務
員
解
雇
。
採
用
半
年
弱
↓
⑥
事
務
員
届
（
明

治
四
一
年
四
月
一
日
）
履
歴
書
あ
り
↓
⑦
事
務
所
設
置
届
（
明
治
四
一
年
一
二
月

六
日
）：
天
田
郡
に
出
張
所
新
設
↓
⑧
事
務
員
届
（
明
治
四
一
年
一
二
月
六
日
）

↓
⑨
事
務
員
届
（
明
治
四
一
年
一
二
月
二
四
日
）
二
名
分
の
履
歴
書
あ
り
↓
⑩
事

務
員
解
雇
届
（
明
治
四
二
年
四
月
一
三
日
）：
⑨
の
Ｔ
を
解
雇
↓
⑪
事
務
員
解
雇

届
（
明
治
四
二
年
五
月
三
〇
日
）：
⑨
の
Ｚ
を
解
雇
。
↓
⑫
死
亡
届
（
明
治
四
二

年
一
二
月
二
日
）

　

弁
護
士
登
録
を
行
っ
た
二
年
後
に
三
四
歳
で
死
亡
し
た
橋
角
の
場
合
、
事
務
所

は
京
都
市
内
で
は
な
く
与
謝
郡
に
設
置
し
た
他
、
出
張
所
を
加
佐
郡
お
よ
び
天
田

郡
に
設
置
し
て
お
り
、
活
動
は
京
都
市
外
で
あ
っ
た
。
事
務
員
に
つ
い
て
は
、
⑥

と
⑨
で
三
名
分
の
履
歴
書
が
残
さ
れ
て
い
る
が
、⑥
の
採
用
時
三
七
歳
Ｎ
の
場
合
、

学
歴
は
不
明
だ
が
、
職
歴
は
明
治
二
六
か
ら
三
一
年
ま
で
京
都
府
監
獄
、
明
治

三
四
年
か
ら
三
六
年
は
京
都
府
巡
査
と
し
て
勤
務
し
て
い
る
。
ま
た
、
⑨
の
採
用

時
二
八
歳
の
Ｔ
は
天
田
郡
出
身
で
あ
り
、
天
田
郡
中
部
高
等
小
学
校
卒
業
後
、
私

立
成
美
塾
を
経
て
明
治
三
七
年
か
ら
三
九
年
に
か
け
て
明
治
大
学
法
科
校
外
生
と

し
て
全
科
修
業
と
い
う
学
歴
を
有
し
、
採
用
当
時
関
西
大
学
法
科
三
年
に
在
学
中

で
あ
る
。
ま
た
、
職
歴
と
し
て
は
、
明
治
三
九
年
に
弁
護
士
尾
崎
伴
之
助
氏
方
事

務
主
任
と
し
て
の
経
歴
を
有
し
て
お
り
、
法
的
知
識
お
よ
び
弁
護
士
事
務
所
の
実

務
経
験
が
買
わ
れ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
他
方
、
天
田
郡
出
身
で
、
採
用
当
時

四
九
歳
の
Ｚ
は
鼈
甲
職
人
お
よ
び
商
人
で
あ
り
、
自
ら
「
橋
角
弁
護
士
事
務
所
小

使
勤
務
」
と
記
し
て
い
る
様
に
、
雑
用
担
当
と
し
て
雇
用
さ
れ
た
模
様
で
あ
る
。

（
六
）
浅
見　

八
郎

　

①
入
会
届
（
明
治
四
一
年
一
二
月
二
六
日
）：
下
京
区
↓
②
事
務
員
届
（
明
治

四
二
年
一
二
月
二
六
日
）
履
歴
書
あ
り
↓
③
事
務
所
移
転
届
（
明
治
四
三
年
四
月

一
五
日
）：
下
京
区
内
で
移
転
↓
④
死
亡
届
（
明
治
四
三
年
七
月
二
六
日
）

　

②
採
用
時
四
三
歳
の
Ｏ
は
尋
常
小
学
校
卒
業
後
、
私
立
共
学
舎
で
四
年
間
学
ん

だ
後
、
小
学
校
助
教
、
京
都
市
日
本
同
盟
法
会
館
で
二
年
間
の
事
務
職
、
そ
し
て

京
都
府
巡
査
と
い
う
経
歴
を
有
し
て
お
り
、
巡
査
と
い
う
点
で
、
京
都
府
下
の
地

縁
を
有
し
て
い
た
者
を
雇
用
し
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。

（
七
）
甘
粕　

勇
雄

　

①
入
会
届
（
明
治
四
一
年
八
月
一
四
日
）：
上
京
区
↓
②
事
務
員
届
（
明
治

四
二
年
一
月
一
四
日
）
履
歴
書
あ
り
↓
③
事
務
所
移
転
届
（
明
治
四
二
年
一
月
）

上
京
区
内
で
の
移
転
↓
④
事
務
員
届
（
明
治
四
二
年
四
月
二
六
日
）↓
⑤
事
務
所

移
転
届
（
明
治
四
四
年
一
月
二
三
日
）：
上
京
区
内
で
の
移
転
↓
⑥
退
会
届
（
明

治
四
四
年
五
月
三
日
）

　

明
治
四
一
年
七
月
に
京
都
帝
国
大
学
を
卒
業
、
同
年
八
月
に
弁
護
士
登
録
お
よ

び
京
都
弁
護
士
会
入
会
を
行
い
、
三
年
後
に
退
会
し
た
甘
粕
の
場
合
、
比
較
的
短

期
間
で
事
務
所
を
移
転
し
て
い
る
が
、
移
転
先
は
上
京
区
に
留
ま
る
。
履
歴
書
が

確
認
で
き
る
事
務
員
二
名
に
つ
い
て
は
、
ま
ず
②
の
採
用
時
二
二
歳
の
Ｔ
は
、
明

治
三
三
年
に
小
学
校
を
退
学
し
た
後
、明
治
三
四
年
か
ら
七
年
間
田
中
弁
護
士（
所

属
不
明
）
の
事
務
員
と
し
て
勤
務
し
て
お
り
、
そ
の
事
務
員
と
し
て
の
経
歴
を
評

価
し
て
の
採
用
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
ま
た
、
④
の
、
こ
ち
ら
も
採
用
時
二
二

歳
の
Ｋ
は
京
都
法
政
大
学
第
一
学
年
に
在
学
中
で
あ
り
、
法
的
知
識
へ
の
期
待
が
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う
か
が
わ
れ
る
。

（
八
）
吉
田　

眞
策

　

①
入
会
届
（
明
治
四
四
年
三
月
二
九
日
）：
下
京
区
↓
②
事
務
員
届
（
明
治

四
四
年
四
月
五
日
）
履
歴
書
あ
り
↓
③
事
務
所
閉
鎖
届
（
明
治
四
四
年
八
月
二
一

日
）
↓
④
退
会
届
（
明
治
四
四
年
九
月
一
一
日
）：
広
島
地
方
裁
判
所
登
録
換

　

本
籍
が
広
島
の
吉
田
は
、
京
都
弁
護
士
会
の
在
籍
期
間
は
半
年
程
度
で
あ
り
、

そ
の
後
、
広
島
地
方
裁
判
所
に
登
録
換
を
行
っ
て
い
る
。
雇
用
し
た
事
務
員
も
本

籍
は
広
島
で
あ
り
、
採
用
時
三
四
歳
で
吉
田
宅
に
同
居
し
て
い
た
Ｆ
は
、
明
治

二
六
年
に
司
法
省
指
定
東
京
法
学
院
を
退
学
し
た
後
、
同
二
七
年
以
後
広
島
に
お

け
る
農
業
研
究
を
経
て
明
治
四
三
年
か
ら
京
都
地
方
裁
判
所
々
属
公
証
人
役
場
事

務
員
と
し
て
の
勤
務
経
験
を
有
し
て
い
る
。
Ｆ
に
つ
い
て
は
法
的
知
識
を
有
し
て

い
る
こ
と
に
加
え
、
吉
田
と
の
地
縁
が
雇
用
理
由
と
し
て
考
え
ら
れ
る
。

（
九
）
足
立　

正
之
助

　

①
入
会
届
（
明
治
四
四
年
九
月
一
一
日
）：
天
田
郡
↓
②
退
会
届
（
明
治
四
五

年
二
月
一
四
日
）↓
③
出
張
事
務
所
設
置
届
（
明
治
四
五
年
四
月
一
一
日
）

　

入
会
届
に
お
い
て
「
拙
者
儀
神
戸
地
方
裁
判
所
々
属
弁
護
士
ナ
リ
シ
モ
明
治
四

拾
四
年
八
月
弐
拾
弐
日
京
都
地
方
裁
判
所
々
属
弁
護
士
ニ
登
録
換
ノ
請
求
ヲ
為
シ

同
年
九
月
八
日
京
都
地
方
裁
判
所
弁
護
士
名
簿
第
百
拾
七
号
ニ
登
録
相
成
候
ニ
付

貴
会
ヘ
加
入
致
度
此
段
及
御
届
候
也
」
と
記
し
て
い
る
様
に
、
足
立
は
神
戸
地
方

裁
判
所
か
ら
京
都
地
方
裁
判
所
に
登
録
換
を
行
い
、
京
都
弁
護
士
会
に
入
会
し
て

い
る
。
こ
の
点
に
つ
い
て
は
、
②
の
退
会
届
に
関
す
る
書
類
の
中
に
、
神
戸
地
方

裁
判
所
々
属
弁
護
士
で
あ
っ
た
足
立
が
、
明
治
四
一
年
に
京
都
弁
護
士
会
に
対
し

て
、
①
の
事
務
所
に
関
し
て
出
張
事
務
所
設
置
届
出
を
行
っ
て
い
る
こ
と
か
ら
、

神
戸
か
ら
、
足
立
の
本
籍
地
で
あ
る
京
都
（
天
田
郡
）
へ
事
業
の
拠
点
を
移
す
こ

と
を
考
え
て
京
都
地
方
裁
判
所
に
登
録
換
を
行
っ
た
こ
と
が
う
か
が
わ
れ
る
。
し

か
し
な
が
ら
、
足
立
の
場
合
は
、
そ
の
後
再
び
神
戸
地
方
裁
判
所
管
轄
内
に
拠
点

を
戻
し
、
半
年
未
満
で
京
都
弁
護
士
会
を
退
会
し
、
客
員
と
な
っ
て
い
る
が
、
そ

の
際
、
①
の
事
務
所
に
つ
い
て
は
、
閉
鎖
す
る
の
で
は
な
く
、
再
び
出
張
事
務
所

と
し
て
弁
護
士
に
届
出
を
行
っ
て
い
る
。

四
、
若
干
の
考
察

　

以
上
、
明
治
期
に
京
都
弁
護
士
会
に
退
会
届
を
提
出
し
た
二
五
名
の
届
出
内
容

お
よ
び
事
務
員
の
履
歴
を
確
認
し
た
。
弁
護
士
事
務
所
に
つ
い
て
は
、
①
京
都
市

内
に
拠
点
と
な
る
事
務
所
を
設
置
し
、
市
内
に
お
い
て
移
転
を
行
っ
た
者
、
②
京

都
市
内
に
拠
点
と
な
る
事
務
所
を
設
置
し
、
さ
ら
に
市
内
の
別
の
場
所
に
出
張
所

を
設
置
し
て
法
律
事
務
を
取
り
扱
う
者
、
③
拠
点
と
な
る
事
務
所
は
京
都
市
内
に

設
置
し
た
も
の
の
、
市
外
の
区
裁
判
所
所
在
地
に
出
張
所
を
設
置
し
た
者
、
が
存

在
し
て
い
た
。
①
の
場
合
は
事
務
所
は
自
宅
と
兼
用
し
て
い
る
場
合
も
あ
り
、
当

該
弁
護
士
に
よ
る
対
応
が
可
能
で
あ
る
。
他
方
、
②
や
③
の
場
合
、
弁
護
士
が
常

に
対
応
す
る
と
は
限
ら
な
い
事
務
所
が
生
じ
、
特
に
事
務
所
か
ら
距
離
の
あ
る
市

外
に
設
置
し
た
出
張
所
に
お
い
て
は
、
弁
護
士
は
不
在
が
ち
と
な
り
、
出
張
所
事

務
員
と
し
て
雇
用
さ
れ
て
い
る
は
ず
の
事
務
員
が
実
質
的
な
経
営
者
に
な
っ
て
い
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る
場
合
、
あ
る
い
は
い
わ
ゆ
る
訴
訟
仲
介
者
で
あ
る
可
能
性
は
否
定
で
き
な
い
。

京
都
弁
護
士
と
し
て
も
、
明
治
四
一
年
の
会
則
改
正
で
、
訴
訟
仲
介
特
定
人
名
簿

掲
載
者
の
事
務
員
雇
用
禁
止
を
明
記
す
る
対
応
を
行
っ
て
お
り
、
今
回
と
り
あ
げ

た
弁
護
士
の
中
で
も
、
立
川
が
明
治
三
九
年
に
届
け
出
た
事
務
員
に
つ
い
て
、「
明

治
四
十
一
年
弐
月
会
則
ニ
依
リ
常
議
員
会
ノ
決
議
ニ
ヨ
リ
除
名
ス
」
と
い
う
対
応

を
行
っ
て
い
た
こ
と
が
確
認
で
き
る
。

　

弁
護
士
事
務
所
事
務
員
に
関
し
て
は
、
弁
護
士
会
に
届
出
を
行
う
対
象
と
な
る

事
務
員
は
、
自
ら
「
橋
角
弁
護
士
事
務
所
小
使
勤
務
」
と
記
し
た
Z
の
事
例
は
見

受
け
ら
れ
る
も
の
の
、
多
く
に
つ
い
て
は
、
お
そ
ら
く
は
小
使
と
い
う
よ
り
は
、

弁
護
士
業
務
遂
行
上
の
ア
シ
ス
タ
ン
ト
、
す
な
わ
ち
、
訴
訟
関
係
の
事
務
を
取
り

扱
う
こ
と
が
で
き
る
者
で
あ
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
考
え
ら
れ
る
が
、
今
回
確
認

し
た
範
囲
に
お
い
て
は
、
訴
訟
仲
介
人
の
可
能
性
を
疑
わ
せ
る
者
、
法
学
生
な
い

し
は
法
律
学
科
卒
業
と
い
う
意
味
で
法
律
の
知
識
を
見
込
ん
で
採
用
し
た
と
思
わ

れ
る
者
、
雑
用
係
な
ど
多
様
な
事
務
員
が
見
受
け
ら
れ
る
中
、
特
に
①
法
学
生
、

②
裁
判
所
勤
務
歴
を
有
す
る
者
、
③
巡
査
や
監
獄
署
・
税
務
署
勤
務
歴
を
有
す
る

者
が
多
い
印
象
を
受
け
た
。
ま
た
、
明
治
期
の
弁
護
士
事
務
所
に
お
け
る
事
務
員

に
つ
い
て
は
、
女
性
の
存
在
を
確
認
す
る
こ
と
は
で
き
な
か
っ
た
。
以
上
の
点
に

つ
い
て
は
、
大
正
期
以
後
の
状
況
も
確
認
し
た
上
で
改
め
て
分
析
を
行
う
予
定
で

あ
る
。

　　

本
論
文
は
「
近
代
市
民
社
会
に
お
け
る
法
的
サ
ー
ビ
ス
需
要
充
足
の
構
造
と
そ

の
担
い
手
に
関
す
る
比
較
法
史
的
研
究
」
科
研
基
盤
研
究
B　

2014

―2017

年　

研
究
課
題
番
号
：26285003　

研
究
代
表
者　

三
阪
佳
弘
（
大
阪
大
学
）
に
よ
る

研
究
成
果
の
一
部
で
あ
る
。

注

⑴  

三
阪
佳
弘
「
明
治
末
・
大
正
期
京
滋
地
域
に
お
け
る
弁
護
士
と
非
弁
護
士

―
続
・
近
代

日
本
の
地
域
社
会
と
弁
護
士
」（『
阪
大
法
学
』
六
三
―
二
、二
〇
一
三
年
）
や
橋
本
誠
一
『
在

野
「
法
曹
」
と
地
域
社
会
』（
法
律
文
化
社
、
二
〇
〇
五
年
）
な
ど
の
研
究
に
よ
っ
て
、
訴

訟
仲
介
人
の
存
在
と
彼
等
の
非
弁
活
動
に
対
す
る
弁
護
士
会
の
取
組
が
明
ら
か
に
な
っ
て
い

る
。

⑵  

司
法
職
務
定
制
第
一
〇
章
第
四
三
条

⑶  

刑
事
事
件
の
代
言
人
は
一
八
八
〇
（
明
治
一
三
）
年
に
制
定
さ
れ
た
治
罪
法
に
よ
っ
て
認

め
ら
れ
た
。

⑷  

水
野
東
太
郎
「
弁
護
士
法
の
変
遷
」（『
法
曹
百
年
史
』
法
曹
公
論
社
、
一
九
六
九
年
）

五
三
頁

⑸  

菊
山
正
明
「
第
九
章　

司
法
制
度
」（
山
中
永
之
佑
編
『
新
・
日
本
近
代
法
論
』
法
律
文

化
社
、
二
〇
〇
二
年
）
一
八
九
頁

⑹  

明
治
二
六
年
弁
護
士
法
は
、
第
二
条
に
お
い
て
弁
護
士
資
格
を
日
本
臣
民
に
し
て
民
法
上

の
能
力
を
有
す
る
成
年
以
上
の
男
子
と
規
定
し
た
た
め
、
一
九
三
六
（
昭
和
一
一
）
年
に
弁

護
士
法
が
改
正
さ
れ
る
ま
で
は
、
女
性
が
弁
護
士
と
な
る
こ
と
は
で
き
な
く
な
っ
た
。

⑺  

京
都
弁
護
士
会
『
京
都
弁
護
士
会
史　

明
治
大
正
昭
和
戦
前
編
』
一
九
八
四
年
、
三
九
頁

⑻  

『
京
都
弁
護
士
会
史
』
六
八
頁

⑼  

明
治
四
二
年
一
〇
月
現
在
の
会
員
客
員
名
簿
に
は
、
会
員
五
九
名
、
客
員
六
名
の
合
計

六
四
名
が
掲
載
さ
れ
て
い
る
（『
京
都
弁
護
士
会
史
』
四
一
一
頁
）。

⑽  
弁
護
士
会
会
長
は
初
代
に
大
貝
武
布
が
就
任
し
、
以
下
、
明
治
期
は
、
山
崎
恵
純
、
吉
田

佐
吉
、
堀
田
康
人
、
岩
田
信
、
中
西
盾
雄
、
奥
繁
三
郎
、
須
古
織
之
助
、
尾
崎
保
、
若
林
秀

渓
、
三
弊
保
、
江
間
乙
藏
が
歴
任
し
て
お
り
、
大
貝
、
山
崎
、
岩
田
、
奥
、
須
古
に
つ
い
て

は
明
治
期
に
退
会
届
出
を
行
っ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
次
章
で
登
場
す
る
。
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⑾  

「
京
都
弁
護
士
会
史
概
要
」（『
法
曹
百
年
史
』
法
曹
公
論
社　

一
九
六
九
年
）
七
〇
一
―

七
〇
二
頁

⑿  
昭
和
二
年
弁
護
士
会
会
則
に
お
い
て
も
、
第
七
章
で
事
務
所
お
よ
び
事
務
員
に
関
す
る
規

定
を
行
い
、
特
に
第
六
七
条
「
事
務
員
ヲ
雇
傭
ス
ル
ト
キ
ハ
其
氏
名
年
齢
本
籍
住
所
ヲ
記
載

シ
タ
ル
届
書
ニ
履
歴
書
ヲ
添
ヘ
テ
会
長
ニ
差
出
ス
ヘ
シ　

出
張
所
ニ
於
テ
執
務
セ
シ
ム
ル
事

務
員
ハ
常
議
員
会
ノ
承
認
ヲ
経
ル
コ
ト
ヲ
要
ス
」、
第
六
九
条
「
会
長
ハ
事
務
員
中
左
ノ
事

項
ニ
該
当
ス
ル
疑
ア
リ
ト
認
メ
タ
ル
ト
キ
ハ
常
議
員
会
ノ
決
議
ヲ
経
テ
其
者
ヲ
解
雇
ス
ヘ
キ

旨
雇
主
ニ
通
知
ス
ル
コ
ト
ヲ
得
」
の
項
目
中
に
「
三　

常
ニ
他
人
ノ
紛
議
ニ
関
与
シ
又
ハ
訴

訟
非
訟
事
件
ノ
紹
介
鑑
定
和
解
仲
裁
若
ク
ハ
助
言
ヲ
為
シ
利
ヲ
図
ル
行
跡
ア
ル
モ
ノ
」
を
み

る
こ
と
が
で
き
る
こ
と
か
ら
は
、
訴
訟
仲
介
者
対
策
が
明
治
期
に
止
ま
ら
ず
、
昭
和
期
に
お

い
て
も
な
お
も
問
題
視
さ
れ
て
い
た
こ
と
を
う
か
が
う
こ
と
が
で
き
る
。

⒀  

大
貝
は
明
治
一
〇
年
代
言
人
、京
都
代
言
人
組
合
会
長
経
験
者
。
後
に
府
会
議
員
と
な
る
。

岩
田
は
明
治
二
〇
年
司
法
省
法
学
校
卒
業
と
同
時
に
代
言
人
の
資
格
を
付
与
。
後
に
市
会
議

員
、
府
会
議
員
、
衆
議
委
員
議
員
。
そ
し
て
山
崎
は
明
治
一
七
年
司
法
省
法
学
校
卒
業
、
京

都
地
裁
判
事
を
経
て
明
治
二
〇
年
代
言
人
と
な
る
。
京
都
法
制
学
校
を
つ
く
る
。
後
に
府
会

議
員
。（『
京
都
弁
護
士
会
史
』
六
九
―
七
二
頁
）。

　

本
論
文
で
用
い
た
京
都
弁
護
士
会
所
蔵
資
料
の
閲
覧
お
よ
び
写
真
撮
影
は

二
〇
一
一
年
に
行
っ
た
。
作
業
に
関
す
る
京
都
弁
護
士
会
の
ご
理
解
と
ご
協
力
に

感
謝
し
ま
す
。




